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今号では01型糖尿病患者に対する障害年金打ち切り処分の取り消

しを求める裁判を特集しますO

　

2016年12月い大阪難病連の仲間である１型糖尿病の患者たち34名

が命綱としてきた障害年金が突然い一斉に支給停止されましたｏその

後そのうちの９名が原告として立ちあがりｉ厚生労働省に対して不当

な処分の取り消しを求めていますｏ現在い最初の支給停止からまる４

年以上の月日が経っていますｶ気まだ決着はついていませんＯ

　

今回はい裁判全体の概要に加えい2020年11月から１月にかけて３

回行われた本人尋問の記録を掲載していますｏぜひ手に取ってぃ原告

たちの声に耳を傾けてほしいと思いますＯ
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葉子

ぐ線維筋痛症友の会一関西支部D

日本国憲法25条第１項に

Fすべて国民は

　

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するJ

とあるoいわゆる生存権に関する条項であるo

　

例えば医療保険い障害年金い生活保護い様冷な障害者支援施策一Iﾄ社会保障制交J

というものはその権利を保障するために存在しているはずだがい現実には厳しい財

政状況のなかでその持続すら風前の灯であるoそこに過度に自己責任を強いる風潮

やいF自助Jという珍妙なスロ一ガンを掲げるような政治状況が拍車をかけいさらに

当事者や家族を追い詰めているo

　

F私の生存は今ピンチですｌ一人じゃどうにもならないJというSOSを出せない

この閉塞感がいこの国に暮らす全ての人の不安をあおっているようにわたしには思

えるo

　

そんな中でﾕこの裁判はたたかわれているo

　

2016年12月卜大阪難病連の仲間である１型糖尿病の患者会ﾄ近畿つぼみの会Jの

メンバ一たちに大事件が起こったo数年に一度実施される病状を確認するための障

害状態確認届を提出したところいその大半にあたる34名がﾕ何の理由も示されない

ままいしかも病状に何の変化もないのにい障害等級２級の状態に該当しなくなった

として突然ﾕ一斉に障害年金支給を停止されたのであるo

　

その後このうち10名が審査請求を行ないい１名のみの年金が復活o別の審査官が

担当した９名は再び棄却となったoこの問題は全国の１型糖尿病患者に関わる重大

な問題であるとしてぃその９名はﾕ大阪地方裁判所にﾕ厚生労働省を被告として年

金の支給停止の取消を求める裁判を提訴したo現在2021年３月o最初の支給停止か

らまる４年以上の月日が経っていることになるO

　

今回はﾕ裁判全体の概要はもちろんである力八その中で2020年11月から2021年
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１月にかけて３回行われた本人尋問ぐ法廷での尋問が実現した８名分に加えい出廷

は叶わなかったが尋問の録画映像を裁判所に提出した１名の合計９名分りの記録を

掲載したo本来い裁判は全てが文書による記録に残るのでぃそれを紐解けば尋問の

一部始終は分かるのだｶ八今回は傍聴席で取ったメモを書き起こし私自身から見

たF本人尋問Jの記録を掲載しているo

　

最初はい一緒に講演会を聞いたりい街頭で難病センタ一建設アピ一ルをしたりし

ている若い１型C糖尿病りの仲間たちが孤立しないようにい会えばいつも元気に手

を振ってくれるみんなにいひとりじゃないよい応援しているよいそう言いたくて傍

聴に通っていたo自分も身体がしんどいので長い時間人の話を聞き続けるのは辛いo

居眠り防止くらいの気持ちでメモをとっていたo

　

その気持ちが変化したのはい２回目の本人尋問期日の時だったo

　

ある原告の本人尋問途中oひととおりの原告側の尋問が終わったあとい彼女はほっ

としたのかい

　

ドアの向こうで聞こえるわが子の声に反応したのかい涙が止まらなく

なって裁判官が休憩を指示したｏそれまではいまっすぐに裁判官の方を見てぃ凛と

して話を続けていた彼女の緊張の糸が切れたようだったo

　

Fおとなしかったあの子がい立派になってｌｌりと傍聴席のおばちゃんたちがし

きりに感心していたo

　

私はとってもﾕもやもやしたo

　

これは成長とか母の愛とか美しいことばでごまかしていいこととは違うように

思ったo

　

に近畿つぼみの会Jはアットホ一ムな患者会だoつぼみのお母ちゃんお父ちゃんた

ちはいわが子の幸せを願って皆でがんばってきたoだから小さいときからの彼女を

知っている傍聴者からそんな感想や感激が語られても何の不思議もないo

　

だけど大人である彼女といきなり初対面で会った私にはそうは思えなかったo

　

本当ならいつぽみの会の親たちの願いはとっくに叶えられていてもいいはずなの

ではないかoがっての親たちのたたかいは立派に実ってぃ子どもだった患者本人は

成人してぃ不便な身体とつきあいながらもそれなりに生きて幸せに暮らすことがで

きるようになっているﾕそれが本来の姿ではないのかo

　

彼女は休憩直前F私の医療費は家計を圧迫しているｏ私の医療費がなければﾕ子

どもにもうひとつ習い事をさせてやれるかもしれないのにJそう証言したo現行の

４



難病法などでは医療費助成が受けられない１型糖尿病患者にとってぃ医療費として

も活用できる障害年金は命綱だったoそれが一方的に断ち切られい次は親となった

患者本人が再びggわが子の幸せを願って9立ちあかっているのだo命をつなぐ費用

の心配をわが子に背負わせないための闘いがい二世代にわたって繰り返されているO

gおとなしかった9彼女個人に精いっぱいの勇気を振り絞らせい本当は話したくない

事を話させているO

　

この人たちはいつまで闘い続けなければならないのか７医療が発達に

　

１型糖尿

病があっても大人になることができｴわが子も授かったのにoこの国はいつまで病

を抱えて生きることが精一杯の当事者にいこんな重荷を背負わせるつもりなのかO

　

この国の生存権はい迷子になってしまっているoいやい少なくとも彼女たちのよ

うに障害年金を突然打ち切られた者の生存権はﾕ行政のシステムによって誘拐され

まだ戻ってきていないいそんな気がして怒りが込み上げてきたＯ

　

この話はいもっとたくさんの人に知られてほしいいいやﾕ知らせなければならな

いのではないかoこれは１型糖尿病の患者だけの問題ではないo障害年金という制

度が持っている根本的な問題はい例えば裁判に勝訴することがで凱原告たちの年

金が復活したからといって決して解決はしないO

　

生物としての人類はいＤＮＡの多榛陛が担保されてこそいこの生存競争の激しい地

球上で生き延びることができるo持病や障害のある人い見た目では分かり辛い体調

不良が日常的にある人などはい逆に言えば人類全体の多様性の維持に貢献している

存在なのであるoそれらの命を社会が守らずF自己責任JとかF自助Jとか響きの

いい言葉のもとに切り捨ててしまうのであればいそれは自分達で自分達の首をしめ

ていることに他ならないと私は思うo

　

私も病気こそ違えどい幼いころからF目に見えないJ障害をなだめつつ生きてきたo

自分の身体は自分のものでありい他の人の人生や身体を生きることは決してできな

いo私たち6日に見えない障害9を抱えた者たちの生きづらさはいここまでの努力

をしてﾕ裁判をして自分をさらけだしてまでF証明Jされなければい共にこの社会

を生きる人たちには決して理解されないものなのかo日本社会ってぃそんなに冷た

いのかo

　

とにかく痛いＵいんどいU1ゆい日I私か自分の不便な日常にﾄ線維筋痛症JとかF胎

児性水俣病Jとかﾄ慢性蔀麻疹Jとかちゃんと名前をつけてもらって10数年o社会

５一



はそこまでは冷たくなかったと思っているo自分の事を知ってほしいいもっと自分

たちも生きやすい社会で暮らしたいと発信すればい応えてくれる人はたくさんいたO

私はそんな人たちを信頼してぃこの本人尋問の記録を企画したＯ

　

きっとこれを手に取っている人はいこの国の誘拐されたF生存権Jの行方をいと

もに探している人だo

　

どうかﾕ精いっぱいの想像力を駆使してぃ原告たちの抱えているF目に見えない

生きづらさJに目をこらしてほしいと思うoそしてｴその生きづらさを大なり小なりい

みんなが抱えていることo誘拐された生存権を取り戻に安心してF私の生存権は

今ピンチです口と発信できｴ必要な応援が得られる社会をつくることはい全ての

人の幸せにつながっていることに気づいてほいぺそう願っているｏ

６
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１型糖尿病障害年金訴訟Ｉ

　

大阪訴訟く前判

豪2017年11月一2019年５月
　　

Ｅ

令

　

第１次訴訟ぐ原告９名い大阪地裁第２民事部丿

平成29年11月20日

　

原告９名が大阪地裁に提訴o8名は平成28年度になされ

た支給停止処分を争いい

　

１名は同年度になされた支給停止

を解除しない処分を争うものｏ

平成31年４月11日

　

原告ら９名のうちい

　

８名に対しい支給停止処分を取り消

しい残る原告１名についてぃ支給停止を解除しない処分を

取り消す判決o行政手続法８条ないし14条違反ぐ理由提示

の不備りの点だけに絞りい原告らの早期救済を図ろうとし

たものo

平成31年４月26日

　

被告国は控訴断念し 判決が確定ｏ

令和元年５月13日

　

支給停止の理由を改めて記載した書面を再度作成しい平
成28年12月７日にさかのぼって支給停止処分を行う通知書

を改めて原告らに送付o

７



C資粍１

最初の裁判について

１型糖尿病障害年金支給停止の取消訴訟をしています

　

１型糖尿病という病気をご存じでしょうかo

　

原因不明の自己免疫異常等でぃ体内でインスリンを生

産することができなくなりい糖代謝異常を来す疾患でぃ

大半の方は未成年のうちに発症しますo血糖コントロ一

ルが非常に難しくぃ高血糖丿氏血糖によりい意識障害や

昏睡などに陥る危険が常にありますo病状が進行するとい

神経障害ぐ手足の激痛ｌしびれ八視覚障害ﾕ腎機能障害

C人工透析りなどﾕ様冷な合併症を起こしますo現時点でﾕ

根本的な治療法はなくぃ不足するインスリンを注射器や

体内に常時設置したポンプからい毎日４一５回以上補充

弁護士

　

青木

　

佳史

することで生命を維持にそれが一生続くものですoいわゆる生活習慣病としてイ

ンスリンの機能低下が原因となる２型糖尿病とはい要因も病状も異なりますo

　

l型糖尿病はい医学的に確実な治療法はなくぃ根治しない病気ですoそのため患

者さんはい毎月平均３万円程度の重い医療費の負担とい過酷な血糖コントロ一ルと

日原闘いながらいようやく日常生活を送っていますｏ急に低血糖で倒れるリスクも

ありい職場での注射にも理解が得られにくいこともありい定職に就くことがむずか

しくぃ合併症なども出ると仕事も十分にできない人が多くいますo

　

ところが国の難病指定はされておらずぃこれに対する社会的な施策はほとんどあ

りませんｏ

　

２０歳までは小児特定疾患として医療費助成があるのですがい成人後に

はなくなりますo障害基礎年金２級を受けることができた患者さんだけが経済的支

援を受けることができい唯一い自立した生活をおくるための経済的保障となってい

ましたo

　

ところがい平成２８年１２月い大阪に住む患者を中心とした患者会F近畿っぼみ

の会Jではい数年に一度実施されるい病状を確認するための障害状態確認届を提出

したところいその大半にあたる３４名がい何の理由も示されないままいしかも病状

に何の変化もないのにい障害等級２級の状態に該当しなくなったとしてぃ突然い一
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斉に障害年金支給を停止される事態が起きましたＯ

　

このうち勇気ある１０名が審査請求を行ないましたoそのうち１名4れ病状や生

活の支障に変わりはないとして支給の復活がなされましたがい別の審査官が担当し

た９名は棄却となりましたoこの問題は全国の１型糖尿病患者に関わる重大な問題

であるとしてぃその９名はﾕ昨年１１月２０日い大阪地方裁判所にい厚労省を相手

としてぃ年金の支給停止の取消を求める裁判を提訴しましたＯ

　

治療法がない１型糖尿病はい努力して血糖コントロ一ルをしていますｶﾍそれで

も様冷な症状が出てしまいい何らの症状改善される事情が一切ないにも関わらずぃ

具体的な根拠も示されずに支給が停止されるのはい国民年金法に反する違法がある

としてﾕ処分の取り消しを求めていますO

　

この裁判のため３５名の弁護団が結成されい大阪い兵庫い和歌山などを中心とし

た障害福祉や１型糖尿病に関心の高い弁護士たちが集まりましたo私は副団長とし

てとりまとめに努めていますO

　

提訴にあたってはい関西エリアのマスコミは高い関心をもって報道いただきいテ

レビや新聞でごらんになった方も多いと思いますｏサンデ一毎日ににに斎藤貴男記

者が特集の記事を書いていただきましたO

　

準備の過程で私も初めて病態のことなどを学びましたカベ１型糖尿病のことはな

かなか知られておらずぃまだまだ社会で支えていくべきであるという認識がないこ

とを実感しましたO

　

この訴訟を通じてぃ原告の皆さんの救済とともにい全国の１型糖尿病の患者さん

が安心して生活を送れる保障を求めていきたいと思いますo

　

第１回の裁判は２月２３日に大阪地方裁判所大法廷で実施されい傍聴人で一杯に

なりましたo第２回はﾕ６月１日１１時からい同じ大阪地方裁判所２０２号大法廷

で実施されますのでぃ傍聴は自由ですし終了後には報告集会を行いますのでぃぜ

ひこの訴訟の応援をよろしくお願いします

きづがわ共同法律事務所

　

ブログ

　

rことのはぐさJより転載

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2018004023

httｐsソノｗｗｗ水iｚｕgaｗallaｗjpﾉblo9ﾉblo9一ｃａt01ﾉbI09一Cat01一2182ﾉ

９



昌以
ll決c201腿旦旦リこっｙTFンノ

ダ

おわりはoはじまり

　

４月卜難病連の仲間口型糖尿病患者さんたちうが起こした裁判がｴ判決の日を

迎えることになったo結果は原告の勝訴o私なりの理解で超シンプルに言うといr充

分な説明がないままの障害年金の打ち切り決定はい6行政手続法9という法律のＯＯ

条に違反しているので取り消しなさいJというものだったo

　

裁判官jれF受給者はい障害年金が支給されることを前提に生活設計を立てているo

支給停止はいそれを崩し受給者の生活の安定を損なわせる重大な不利益ぐを生じるう

決定なのだｏその決定に関してぃ充分な説明がないというのは法律違反だJとわか

りやすく説明してくれたo裁判官の声を聞きながらいF法律が自分達を守ってくれたい

自分達の生活の大変さを認めてくれたJという気がしたo

　

今回の判決はこうやってぃ裁判所がC傍聴初心者でさえもはっきりわかるくらいう

行政がやったことの違法性をはっきりと指摘してくれた画期的な判決だったそうでぃ

原告や支援者の皆さんはもちろんｴ弁護士の先生達かとても喜んでいてぃ私も何だ

か嬉しくなったo

　

今回の裁判には勝訴できた力八これで安心とはいかないo行政側か控訴してくる

かもしれないo今度はF理由をきちんとっけてJ再び障害年金を打ち切ってくるか

もしれないoまたい実際にはもっと多くの人がぐ法律違反状態でり支給をすでに打

ち切られてぃ今は泣き寝入り状態になっていることも気になるo

　

前にも話したがい私の周りの１型糖尿病患者さんたちはい毎月平均３万円程度の

重い医療費の負担とい過酷な血糖コントロ一ルと日吻闘いながら日常生活を送って

いるｏそもそもい医療の支えがなくては命を維持していけない１型糖尿病患者がい

何の医療費助成も受けられないことい障害年金を受給できてやっとい医療費の工面

ができる事自体が大問題なのだo

　

病と共に生きる者にとってぃ毎日は不毛なフルマラソンだo自分の置かれた理不

尽な状況に怒ることｌ一一自分も他の人と同じ大切な存在であると実感するための

体力や気力ｌｌｌすらも奪われている状態と言ってもいいo

　

ﾄﾞ私にも医療費の心配をせずぃ家族に負担をかけず生きる権利があるJと主張でき
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ずぃF自分は家庭の経済的負担になっているJと肩身の狭い思いをし自らを責めて

いる患者仲間がたくさんいるo私たちを沈黙させい我慢させてﾕ本当にこの日本社

会は豊かな社会と言えるのだろうかo世界に誇れる国なのだろうかo

　

終わりははじまりいであるo裁判はまだまだ続くｏ東京で起こされている１型糖

尿病患者の障害年金をめぐる裁判はい障害年金の判定基準そのものを問うものにな

るに大阪で飢後に続く原告さんがいて第二次の提訴がありい連休明けにまた新

たな裁判がはじまるO

　

私はこの裁判だけはいこれからも何とか布団を抜け出に時間を作って傍聴し続

けようと思っているoそしてぃそこに集まる人たちと励まし合いいつながっていく

ことでぃ自分達も堂冷といこの社会で幸せになっていいんだいと実感しあえるよう

な場を作れたらと考えているO
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ぐ資粍３
その後の処分について

１型糖尿病障害年金支給停止等違法大阪判決の趣旨を無視した

　　　　　

再度の支給停止処分等に対する抗議声明

厚生労働大臣根本匠殿

１

平成３１年４月２６日

１型糖尿病障害年金訴訟原告一弁護団

　

はじめに

　

１型糖尿病の患者である原告９名が障害基礎年金の支給再開を求めていた訴訟

につ乱大阪地方裁判所第２民事部はo去る平成３１年４月１１日o原告らの障

害基礎年金の支給停止処分及び支給停止解除申請を認めない処分ぐ以下F支給停

止処分等Jというのを違法であるとして取り消すというo画期的な原告勝訴判決

ぐ以下F本判決Jといういを言い渡したoしかい本年４月２５日o厚生労働省はo

国は本判決に控訴せずo原告らに対し再度っ詳しい理由を示して障害基礎年金

の支給停止する処分及び支給停止を解除しない処分を５月中旬までに行う方針で

あると弁護団に通告してきたoかかる国の方針は原告の早期救済を期した本判決

を正面からふみにじる不当かつ背信的なものでありo原告ｌ弁護団はっ

　

これに強

く抗議するo

　

国ないし厚生労働大臣はo

　

この方針を撤回し原告らに対し速やかに年金の支

給を再開するべきであるｏ

２

　

本判決の意義べ

　

本判決の言葉を引用すればo受給権者にとって障害基礎年金が生活設計の礎で

ありo支給停止処分は原告ら受給権者のF生活の安定を損なわせる重大な不利益

処分jであるoこのためo支給停止処分等をする場合はo処分によって被る不利

益の重大性に見合った十分な理由を提示すべきであったにもかかわらずっ国は丿結
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３

論のみを示したものと評されてもやむを得ないほど簡素Jな通知書でもって原告

らに対し障害基礎年金の支給を停止したとい

　

このような処分は違法であると認

定したo

　

本裁判の中でっ年金事務所が処分理由の問合せに回答する際の資料となるとい

う障害状態認定調書には結論の記載があるのみでっ原告らの障害基礎年金２級を

支給停止とする理由についての記載はoほぼ白紙に近い状態だったことが明らか

となったｏまたo国はっ原告らについて従前２級と認定判断してきたこととの整

合性について一切説明しようとしなかったｏ

　

このためo裁判所はo国に対しF従前は障害等級２級に該当すると認定されて

いたものがo

　

どのような差異によって今回は２級に該当しないと判断したのかふ

またoF原告らについて従前から障害等級２級に該当しない者であったというので

あればoその旨を明らかにされたいｺとしてo支給停止処分等の実質的な理由を

説明ｌ開示するよう再三求めてきたoそれにもかかわらずo国は最後まで具体的

な釈明を一切行うことができなかったo

　

裁判所はっ

　

このような国の対応を踏まえo国がまともに理由を示すことさえで

きないのに恣意的に不合理な支給停止処分等をしたと判断し審理に時間を要す

る障害等級２級該当性の審理に及ぶことなくっあえて理由不備の違法のみを分離

して取り上げることでo早期判決ひいては原告らの迅速な権利救済を可能とした

のであるoこのことはo判決文を一読すれば分かることであるoしかに国はo

このような裁判所の意図を一顧だにせずo問題を単にF理由を書くかo書かない

かJという手続違反に腰小化し本件裁判でまったく明らかにすることのできな

かった理由を後付けすることでo再度o支給打ち切りoあるいは支給再開を認め

ない処分をしようとしているoこれによりo原告らは支給停止とされた状態がさ

らに継続し

　

またo

　

この処分を不服として再度の審査請求や新たな取消訴訟を提

訴せざるをえずっかえって審理の長期化を招くものでありo本判決を逆手にとってo

原告らに二重o三重の過酷な負担を強いるものと断じざるをえないoさらにい

くら行政手続法違反で処分が取り消されて払手続に沿って再度処分ができると

なればo司法の違法判断は手続を振り出しに戻すだけのものとなりo住民の救済

には一向に繋がらずo行政行為の適正化にも繋がらずoかえって紛争の長期化を

もたらすだけとなりo同法の存在意義さえ否定する対応であるo

国の対応はo背信的であること

大阪地方裁判所はo行政事件訴訟法第３７条の３第６項の定めに基づきo原告

　　　　　　　　　　　　　　

一13一



１名につきo義務付けの訴えについて口頭弁論を分離し取消訴訟についてのみ

判決をしたものであるo同項はo裁判所がoF審理の状況その他の事情を考慮してo

取消訴訟のみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときJ

に上記の措置を執りo取消訴訟のみについて判決することができると定めているo

　

裁判所はo上記措置を執るに際し平成３０年９月１２日の口頭弁論期日にお

いてo上記措置を執る考えを示した上で原被告双方に意見を求めo原被告とも異

議がないと答えたo被告国が上記措置に異議がないと認めたことはo裁判所がF取

消訴訟のみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるJこと

に異議がないと認めるものでありっ

　

この応答を踏まえてっ本判決はo厚生労働大

臣においてo原告１名に対する支給停止の解除の適否自体について再度検討する

ことも考えられると認定してっ上記措置を執ったことを明らかにしているｏ

　

国ないし厚生労働大臣においてo本判決は理由記載の不備を理由に原処分を取

り消したことを捉えてo同一理由による再処分を行う可能性があることを明らか

にしていればo裁判所はo上記措置を執らずっ原告らの２級該当性判断について

も審理を進めて判断をしたことは確実であるo

　

国ないし厚生労働大臣はo上記対応によってっ裁判所の訴訟進行についての判

断及び上記認定を誤らせoひいてはo原告らの２級該当性に関する審理を少なく

とも１０ヶ月にわたって遅延させたものであってっ極めて背信的と言わざるを得

ないo

４

　

１型糖尿病の特性からo支給停止はあり得ないこと

　　

そもそも１型糖尿病はo豚臓の口細胞による体内でのインスリン産生がなくな

　

ることによってo様冷な症状を生じる疾患でありo現時点では治療方法が存在せ

　

ずo症状の改善が見込めないo障害基礎年金の支給停止の根拠法規である国民年

　

金法３６条２項はっF障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったと

　

きコに支給停止をすることができると定めているｏしかい従前o継続して２級

　

に該当すると認定されてきた原告らの障害の状態が２級よりも軽くなるはずがな

　

いo国が再度っ支給停止あるいは支給再開を認めない処分をすることはo障害を

　

有する者の生活の安定が損なわれることを防止することを目的とする障害基礎年

　

金の趣旨に反するばかりでなくっ原告らの生活設計を崩すことによってo原告ら

　

の生存権を侵害するものでありo従前の侵害状態を更に継続させo人権侵害を重

　

ねるものであって到底許されないo
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５

　

昨年の厚生労働大臣の答弁との矛盾

　　

原告らが支給停止処分等を受けた平成２８年の翌年o平成２９年ににＬ障害基

　

礎年金更新対象者3943名以上が支給停止処分を受けo又は支給停止の予告を

　

受けたoしかいその後o厚生労働大臣が国会でF障害状態の変化がなければ支

　

給を継続するＪ旨答弁し年金支給が再開されたｏこのような取扱は前年に支給

　

停止となった原告らにも当然適用されるべきものであ肌行政取扱いにおける公

　

平生合理性及び恣意の抑制の観点からも国は原告らに対し速やかに障害基礎年

　

金の支給を再開すべきであるo

６

　

結論

　　

原告ら及び弁護団はo国に対し本判決の趣旨に従いo再度の支給停止または

　

支給停止解除申請を認めない処分をするとの方針を直ちに撤回し速やかに原告

　

らに対し障害基礎年金の支給を再開するよう強く求めるo国がそのような処分を

　

するというのであればo原告らは同処分が違法であるとして新たな訴訟を提起す

　

る所存であるo
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漬粍4

JPA ぐ日本難病ｌ疾病団体協議会りコメント

１型糖尿病障害年金支給停止裁判で国は敗訴したにもかかわらず障害

年金の支給停止処分及び支給停止を継続することに遺憾の意を表明す

ると共に原告団への協力を呼びかけます

　

若年発症の１型糖尿病患者９人力八症状の改善が見られないのに障害年金の支給

を打ち切られたのは違法としてﾕ国に対し年金の支給再会を求めた訴訟でﾕ大阪地

方裁判所は2019年４月1H入国の処分を違法として取り消す判決を言い渡しましたo

　

訴えていたのは27歳から50歳の男女９人でｴいずれも未成年時に１型糖尿病を

発症したことから障害年金２級と認定されいそれぞれ年間約77万から100万円を受

給していましたoしかしい国は2016年までにい９人が障害等級３級に下がったとし

て支給を停止恚ていましたo

　

判決ではい原告は年金支給を前提に生活設計をしておりい支給停止は重大な不利

益だとしたうえでぃ支給の停LII基準がF非常に抽象的jでありい厚生労働省の簡潔

な通知では停止の理由を理解するのは困難だと指摘o不利益処分には理由を示さな

ければならないと定めた行政手続法に違反しているというものでしたo

　

判決に対して厚労労働省はF厳しい判決o通知についてわかりやすくできるよう

に検討するJというコメントを出にその後い国は控訴しなかったことから判決が

確定しましたo

　

ところが４月25日ﾕ厚生労働省は原告らに対に再度い詳しい理由を示して障害

年金の支給停止処分及び支給停止を解除しない処分を５月中旬までに行う方針であ

ることを弁護団に通告してきましたo原告や弁護団が安堵と喜びに湧いたのもっか

の間卜一転して奈落に突き落とされましたo

　

弁護団はただちにF問題を単に理由を書くかい書かないかという手続き違反に腰

小化に本裁判中にはまったく明らかにすることのできなかった理由を後付けする
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ことでﾕ再度い支給打ち切りいあるいは支給再会を認めない処分をしょうとしているJ

として抗議を表明すると共にｴこの方針を撤回に速やかに原告らに対し障害年金

の支給を再開するように求めていますoまたユネットによる署名の協力を呼びかけ

やＦＡＸでの抗議を呼びかけていますｏ

　

ＪＰＡとして伝こうした厚生労働省の対応は難病者への理不尽を極めるものと

して遺憾の意を表明すると共にいｔ型糖尿病患者をはじめだれもが安心して生きてい

ける社会の構築を強く願っていますｏ

2019年４月30日

一般社団法人日本難病一疾病団体協議会

　　　　　　　　　

代表理事

　

森

　

幸子

一般社団法人

　

日本難病Ｉ疾病団体協議会ＨＰより転載

　　　

httpsソノｎａｎｂｙojpﾉ2019ﾉ04ﾉ30ﾉldmsｏsｙoikanlﾀﾞ
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ｊ 　　

１型糖尿病障害年金訴訟Ｉ大阪訴訟ぐ後判

　　　

豪2019年７月一2021年５月

　　

令

　

第２次訴訟ぐ原告９名い大阪地裁第２民事在剛

令和元年７月３日

　

原告らい再度の処分を争い再提訴ｏ

令和元年10月15日

　

再処分取消訴訟第１回期日

令和２年１月15日

　

再処分取消訴訟第２回期日

Ｅ

豪この後い新型コロナウイルス禍の影響によりユ法廷での審

理は延期ｏ

　

この間進行協議Ｃ傍聴者無しｏ裁判官い原告い被

告の３者協議ｊ

　

を３回開催Ｏ

令和２年９月９日

　

第３回口頭弁論が行われる

　

第４

令和２

回口頭弁論が行われる

年１２月３日

　

原告本人尋問

　

ぐ１回目一３名丿

令和２年12月14日

　

原告本人尋問

　

ぐ２回目１２名丿

令和３年１月18日

　

原告本人尋問

　

ぐ３回目一３名り

　

ｉ９人目の原告本人尋問については映像を提出

令和３年３月１日

　

１５時一

　

口頭弁論期日ｌ結審

令和３年５月１７日

　

１５時一

　

判決予定０大阪地裁大法廷
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rl型糖尿病障害年金取消訴訟丿第３回口頭弁論の報告

　　　　　　　　　　　　　　

安原

　

照明

ぐ１型糖尿病障害年金取消訴訟支援者代衣り

　

前回の口頭弁論釧娠コロナ感染症の拡大で口頭弁論が巾止になってぃ７月以降

進行協議C傍聴者なしの裁判官い原告い被告の３者協議jが３回開催されてｴ９月

９日８力咽ぶりに新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため人数制限をして口

頭弁論が開かれましたo

　

この問丿吟備書而を提出lしたりJI1糖値デ一タを出した以截判は闘かれていなかっ

た力八証拠等はいっぱい提出してきましたo

　

国の方はい爪告側かに病状の変化はどうだったか答えるべきJと求釈明したのに

対してぺ何も答えないoあくまで平成28年の症状しか考慮しないという姿勢oその

ため今後払原告としていろいろ提出していくこととなりますo

　

この度の目頭弁論ではﾕ準備書而ぐいで平成28年認定時においてぃ原告の障書

の状態に改善が認められないことを七張し従前同様２級該当性を主張していますo

その内容を要約してぃ津田弁護士から説明がありましたo

く準備書面５についてン

　

準備書面Ｃ５りではい今回の問題点であるい支給停止処分の要件がr過去の支給

が認められた時の障害の状態と処分時の状態を比較してぃ症状に改善が認められる

ことJが必要であることを述べていますo

　

く参考ｉ被告はぐ国うは一貫してぃ認定時点の障害の状態で判断しており過去と

　　

の比較はしていないと主張しているン

　

その比較の視点としてぃ改善が認められたと言うためににに生活の質が向上し

日常生活一社会生活への影響が軽減されているかどうかが重要であるとも指摘して

いますoまたい

　

卜聖糖尿病の特性を正しく理解してもらうためにい一般的な高血糖

時及び低血糖峙の症状にっいてもい言及していますo
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そのうえでぃ原告全員の障害年金の認定状況および認定時の診断内容いそして

日常生活における工型糖尿病の症状等からい各原告の障害の状態に改善が認められ

ないことを明らかにしていますo以降い原告の血糖コントロ一ルの実態やい日常生

活への制限について説明をしていますｏ

　

本日の口頭弁論ではい京告のお一人の実態を一例として説明がありましたｏ

く裏付け資料についてン

　

平成30年11月に原告全員に１か月間

　

血糖モニタ一による血糖値測定デ一タとい

異常時のインスリン注射ぐ血糖値を下げるりや補食C血糖値を上げるりの日時や身

体的状態を記録したものを添付していますo

　

一日の中でぃ健常者は血糖値は70一140 mg ﾉd1の範囲に収まっているがい原告ら

は50昭一200 mg以上ﾉd1と時間帯で大きく変動しておりい血糖コントロ一ルの難し

さと合わせてぃ日常生活の著しい制限を明らかにしていますo

　

原告を代表してぃまた別のお一人心自宅での日吻の血糖測定や低血糖ﾕ高血糖

の症状やい補食いインスリン注射の様子を動画に撮ってもらい提出していますo会

場ではその一部を映写しましたo

く準備書面５の最後にン

　

準備書面で紹介したデ一タはい

　

１日なり１か月を切り取ったものでありい今日い

１型糖尿病の有効な治療法はなくユ原告らは数十年にわたりい先に準備書面で述べ

たような日常生活を続けなければなりませんo

　

インスリン投与や捕食はいあくまで命を繋いでいるだけでぃ身体的い精神的負担い

日常生活への支障があることを裁判官に認識を求めていますo

豪すべての内部障害はい本当の生活のしづらさやい痛みや苦しさを第三者に認知し

　

てもらうことはい大変難しいことですoよってぃ弁護団としてはい映像やい全員

　

の異常血糖デ一タなどを揃えてぃ陳述書を作成卜準備書面５Ｊとして提出してぃ

　

裁判官に１型糖尿病の実態を知ってもらう為にあらゆる手立てをしているところ

　

ですo
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く今後の 緻 はＩＩＩン

１１型糖尿病の病態と日常生活に関する医師の意見書の提出を検討しておりますo

前回の裁判において勝訴したにも拘わらずﾕ行政はﾕ改めて支給停止処分をしたこ

とは行政法上禁止されるべきことではないか７という点にっいてぃ大学の教授等法

律家の観点からも意見見解等をまとめて提出する予定をしておりますo

l原告ぐ全員りの尋問を予定しておりますoぐ12月４日と14日り

　

C陳述書では表現できない障害や日常生活のしづらさい社会生活における障害等をﾕ

　

原告ご本人の言葉で語っていただきます几

　

裁判官からはい令和２年３月に審議を終結する意向が示されておりますoここに

あげている以外にも様冷な角度からｴ当事者の病状や日常生活の様子を裁判官に理解

してもらえる方法を考えていき今後の勝訴につなげていきたいと考えていますo

　

傍聴後の報告集会についてはい感染防止対策ということでぃいっも開催している

人数を制限する予定でしたがい多くの方に集まって頂きましたo参加者同士の距離

が取れるようにい別室も確保にインタ一ネットを通じて報告集会を中継しました

ので普段なかなか直接お話を伺うことのできない東京裁判の原告さんと支援者の皆

さまにも参加していただきいお話を伺うことができましたo

一21一
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ぐ資粍６

本人尋問記録

Ａさん

ぐ原告側弁護士からの尋問二江村

　

弁護士j

22

Ｑ

　

このメモはあなたに協力して頂乱句り一スタイルリブゾという機器で計測

　

したあなたの血糖値デ一タで間違いはないですか７

Ａ

　

問違いありませんo

Q

　

2018年11月１日にﾄ111 CmgﾉdDJとありい横に必118 CmgﾉdDと別の数値

　

がありますoこれは何を意味するのでしょうかoC必以下単位省略D

A

　

フリ一スタイルリブレでの測定とい自分で採血して測定するのとい大きな誤差

　

が生じることが多いのですoなのでい叫列まこうやってい司時に２つの方法で血

　

糖値を測定するということを頻繁にやっていますo

Q

　

L118J

　

泰234

　

というメモの目もありますoこんなに誤差が生じることもある

　

ということですかo

A

　

そうですo

Ｑ

　

インスリン投与はどのようなタイミングで行いますかo

A

　

主に食事の後とい高血糖状態の峙ですoインスリンは食事の前に投与する方が多

　

いのですがい自分はそれをやるとCインスリンがう効きすぎて食事ができなくなる

　

のですo今朝も食べられなかったのでペインスリンは少なめに投与してきましたo

Ｑ

Ａ

高血糖の時はどんな症状がありますかo

トしんどいJと感じエ

　

トイレが近くなるいのどが渇くぃなどですo

Ｑ

　

低血糖の時はどんな症状がありますかo

A

　

低血糖の時もＦしんどいJと感じますoその時は捕食をし休養を取りますo

　

20分ほどひたすら耐えている感じですo

e粍６

人尋問記録

　　　　

一一
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Q

　

F無自覚低血糖ｺという症状について詳しく教えてくださいo

A

　

私の場合Ｆしゃべり方がおかしいｺと指摘されて血糖値測定をしてみたらぐ血

　

糖値がり30台ということがありますｏ低血糖状態になっていることに気づけない

　

ので対処が遅れい重症低血糖ぐ意識を失ったりするりを起こすこともありますo

　

診断書ににに私自身の申告により主治医が回数などを記載しますo

　　

自分では何もできない状態になるので夫がジュ一スなどを飲ませてくれますがい

　

意識がなかったりすると無理やり飲ませることになりいC回復してり気づいたら服

　

がびしょ濡れになっているということもありますo

　　

私のように血糖値のコントロ一ルがもともと難しいとい注射の方が細かい調整

　

ができて良いですo経済的にもお得というのもありますoインスリンを打ってぃ

　

急に低血糖発作が起こるのが怖いのでぃ外出時はインスリン注射の回数やインス

　

リン投与量を控えることが多いですo高血糖が続くと合併症の進行など今後の危

　

険を心配しなくてはならないoしかし低血糖は命にもかかわりい予測できない卜今J

　

の危険なのですo

　　

外出時や寝ている峙も低血糖は起こるのでぃ気が休まることはありませんｏ眠っ

　

ていてもＦ　しんどくＪなるoそうなると何とか身体を起こして対処しなくてはな

　

りませんoぐっすり眠れたいという経験は記憶の限りないですし朝起きるとい

　

今日も生きて起きられたんだないと思いますo

Ｑ

　

Ａさんの日常生活の様子をい何等かの症状があって対処しているところを中心

　

に撮影させていただきましたoカメラの操作はご自身でされましたかｏ

Ａ

　

はいo基本的ににしんどいJと感じたらカメラを操作するいという感じでしたo

　

しかし身体が辛すぎて自分で機械の操作ができずぃ撮影できていない時もありますo

C映像を視聴り

Ｑ

　

この時の様子をご自身で解説して頂いてよろしいですかo

A

　

にしんどいｺと感じたから低血糖７と思ったのですがい測定したら高血糖だった

　

のでぃ追加のインスリン投与一をしましたo家族C夫うがいるから追加うちができますo

　

子どもと２人の時はいC多めにインスリン投与を行った結果起こるかもしれないj

　

低血糖が怖いので追加うちはしませんｏ

　　

血糖値を測定したときいある数字が出たとしてぃそれがC血糖値がり上がって

　

いる途中の値なのかい下がっている途中の値なのかが分からないのでﾕ対処の判

　

断は非常に難しいですo
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Ｑ

　

撮影をして気づかれたことなどありますかo

A

　

このように自分の姿を撮影してもらってはじめて気づくことが色４ありましたｏ

　

自分がしんどい時の様子を客観的に自分で見て驚きましたo例えばFお腹いっぱ

　

いぐだから糖分を飲みにくい月などと助けてくれている家族に言った記憶は私自

　

身には全くないにわが子にこんなにイライラしてぃ冷たい態度をとっていたと

　

いう事も自分では全く気づいていませんでしたｏ

Ｑ

　

お仕事のことをお聞きしますoAさんは出産前には乳児院にお勤めしておられ

　

たそうですがい仕事の時のことを聞かせてくださいo

A

　

とにかくぃ低血糖にならないようにと高血糖に誘導して仕事をしていましたo

　

補食をまめにとったりしてoある程度職場の周りの方は理解してくれていました

　

ヵ八低血糖になると仕事を中断しなくてはいけないo重症の低血糖を起こして救

　

急車で運ばれたこともありますo

Ｑ

　

出産後は内職をされていたそうですねo

A

　

はいo

　

1日２時間ほど働くユという量で仕事を受けて在宅でoしかし体調が悪

　

くてノルマがこなせずぃ家族に手伝ってもらってやっと納品できることもありま

　

すo外で働くことはちょっと難しいと感じていますo体調の急変があるからですo

　　

仕事もそうですがい子育てに関してもo2人目を産むことはあきらめましたo

　

一人目の妊娠l出産でも色４とありいとても大変だったのでぃ無理だと思いましたo

Ｑ

　

障害年金が打ち切られてどのような気持ちでしたかo

A

　

びっくりしましたoすごく不安になりましたoそこから裁判になりい４月に勝

　

訴してちょっと安心したけどいすぐに再度打ち切られいまたショックを受けましたo

　　

夫も同じ病気で障害年金を受けていますo私の方がコントロ一ルが悪いの以

　

夫の年金受給は継続していますo自分のような人はもちろんい自分よりももっと症

　

状が重い人が年金を受けられないということもあるo平等じゃないなと思いますｏ

ぐ被告ぐ国5側弁護士からの尋問り

Ｑ

　

インスリン注射を食後に打つようにしているとのことですがいいつからですかｏ

　

それは平成28年時点も変わらなかったのですかo

A

　

妊娠中ｌｌｌＨ２０年３月が出産ですからいその少し前からだと思いますo H28

　

年時点も変わっていませんo
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Ｑ

Ａ

通院の状況を教えてくださいo

月に１度通院に主治医の指導を受けていますo

令 １４１一

Ｂさん

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

書類に間違いはないですか７

間違いありませんo

発症は何歳ですか７

６歳ですo小学校１年生でしたo

令

ぐ原告側弁護士からの尋問

　

伊達山

　

弁護士り

Ｑ

　

インスリン投与の方法としてはいペン式注射器による注射といポンプ式による

　

注人がありますねo注射にっいてはい毎回注射器を消毒してぃ新しい針をつけた

　

上でユダイヤルを操作してインスリンの単位数を設定に注射する部位を消毒し

　

てから注射をするいこういう流れですかo

A

　

はいo

Ｑ

　

あなたは現在どのようにしてインスリンの量のコントロ一ルをしていますかｏ

Ａ

　

インスリンポンプとペン式注射器とを併用していますｏインスリンポンプのセ

　

ンサ一は１日に10回ほど血糖値を自動で測ってくれますoしかしデリケ一トなの

　

で結構故障するというか働かなくなりますoこまめに血糖値を確認するためには

　

便利なのですがい誤差が結構出るのですoそれが不安にもなりますo

Ｑ

　

インスリンポンプのデメリットというのがあるのですかo

A

　

荷物がますます増えましたo他にはインスリン注入のためのチュ一ブが身体に

　

常にぶら下がっている状態になるのでぃそれが不快に感じますo

　　

血糖値の変動がぐポンプにしたからといってり変わるわけではないに病気自

　

体が改善するわけでもありませんo血糖値が症状の変化に直結するわけでもあり

　

ませんo血糖値が70 CmgﾉdD以上あってもい急激に下がっている時は低血糖症

　

状が出lることがあるのですoC必以下単位省略D
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Ｑ

　

血糖コントロ一ルについてぃ医師から細かい指導があったりするのですか

Ａ

　

明確な基準というものがないのでぃ結局は目安とか経験に頼るしかないのですo

　

主治医にできるのはい大まかなアドバイスくらいですo自分の事を相談して飢

　

明確な答えが返ってくるわけではありませんo難しいものなのだと思いますo

Ｑ

　

低血糖発作の時どんな症状が出るのですかo

A

　

70くらいになると動悸やめまいがに手がしびれたりい震えが出たりしますo 50

　

以下になると頭がふらふらいほ11うっとしたりい身体がふらふらして立っていられな

　

くなったりい手足に力が入らなくなったりしますo頻度は１日に３パ回はありますo

　　

ブドウ糖やクッキ一ユチョコレ一トなどを捕食したりいヤクルトなどを飲んだ

　

りして対応していますo自分が食べたくなくても食べなくてはいけないのでぃ無

　

理やり食べている感じですo

Ｑ

　

低血糖症状に自分で対処できないということはありますかo

A

　

はいありますo手足がしびれて袋が開けられないとかい横になって動けないと

　

いうときは家族に手伝ってもらうことがありますo

　　

めまいや動悸なら20分ほどで症状はおさまりますoしかに立っていられないとか

　

手足のしびれが落ち着かなかったりするときは30分以上かかるときもありますo

　　

いざという時のためにい夫にグルカゴン注射のやり方は説明してありますｏし

　

かしいいざ使うとなるとい難しいだろうと思いますo

Ｑ

　

ぐ体調の記録を示して卜午前４時半ごろに血糖値40を示していますｏあなたは

　

亜肘飢手足のしびれで目が覚めいしんどかったので家族にヤクルトを取ってきて

　

もらいい飲んでから血糖値をモニタ一測定o横になって休んでいたらそのまま眠っ

　

てしまったというふ引こありますoここに書いてあるしんどかったというのは具

　

体的にはどんな状況でしたかｏ

Ａ

　

しんどくて起き上がることができなかったですo

Ｑ

　

これは睡眠中に低血糖症状で目が覚めたということだと思うのですけれど伝

　

こういうことはよくあるんですかo

A

　

にれへよくありますo逆に睡眠中高血糖で目覚めるということもありますoの

　

どが渇きい

　

トイレに何度も行きたくなって何度も目が覚めますoしっかり睡眠を

　

とるということができていないと思いますo
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Ｑ

　

平成25年ごろい歯科医院で勤務されていたころのことをお聞きしますo業務中

　

の血糖値の変動が当時お仕事に影響したということはありますかo

A

　

ありましたo仕事中に低血糖症状が出ないようにいなるべく高血糖気味にして

　

いたのでぃ

　

トイレが近くなったりのどが渇いて何度も水分を飲みにいったりい仕

　

事を中断せざるを得ないことが何度もありましたｏ

　　

そうやって気を付けて頑張っても低血糖症状は出ますｏ低血糖症状でしんどく

　

なったら補食をしたりしてぃそれでも回復しないと引札30分くらい休ませても

　

らっていましたo

Ｑ

　

その頃は１型糖尿病の治療費ってどれくらいかかっていましたかｏ

Ａ

　

１か月に11000円くらいだったと思いますoその時は働いていましたに障害

　

年金も受給できていましたに両親と一緒に暮らしていたのでぃそこまで負担は

　

感じていませんでしたｏ

Ｑ

　

平成28年10月に出産されていますがい出産後の血糖測定やインスリンの注入

　

などはどうされていましたがo

A

　

出産後はユモニタ一機能を除いたポンプに変更しましたo血糖測定は工日に８

　

回程度してぃインスリンは１日に５回打ちましたｏ出産後は自分より子どもの世

　

話を優先せざるを得ない時があるのでぃ自分のタイミングで食事がとれなかった

　

りい低血糖症状を感じてもすぐに対処できなくなってユコントロ一ルがとても難

　

しくなりましたo

Ｑ

　

このころの１型糖尿病の治療費はいくらくらいでしたかo

A

　

モニタ一付きインスリンポンプを使用していた時は１か月33即O円くらいでぃモニ

　

タ一機能を除いたインスリンポンプに変更してからは１か月訟000円くらいですo

C被告C国丿側弁護士からの尋問り

Ｑ

　

平成28年７月当時は血糖コントロ一ルの状況はやや改善していたのですかo

A

　

旺娠していたのでぃ高血糖にならないようにいなるべく血糖値を低くしていただ

　

めﾕ低血糖症状が多かったでずo数値は改善しているように見えたかもしれませんo

　

しかにその分低血糖が頻発しておりい日常生活は大変でしたo

Ｑ

　

合併症はい変化がないというかいくいとめているようですが実際はどうですかo
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Ａ

　

現在は糖尿病性網膜症い歯周病がありますｏ私の実感としてはss食い止めている9

　

という認識はないｏひどくならないようにい自分自身では努力をしているのですo

Ｑ

　

主治医の先生とはどんなお話をされるのですかｏ何か困ったことがあった時に

　

対処を相談したりとかはするのですかo

A

　

相談はしますがいそれに対する答えが明確にはかえってこない事の方が多いで

　

すoその時の状況によっても変わってくると思うしo具体的なアドバイスをもらうぃ

　

ということ自体が難しいですo

Ｃさん

Ｑ

Ａ

唯一 １４１

書類に間違いはないですか７

間違いありませんo

令

C原告側弁護士からの尋問二藤田

　

弁護士j

Ｑ

　

発症は何歳ですか７

Ａ

　

小学校５年生でしたoその時から頻回の血糖値測定とインスリン注射い定期的

　

な運動ユバランスの取れた食事を摂る努力をずっと欠かさず続けてきましたo

　　

医者からはF注射さえすれば普通の人と同じような生活が送れるJとの説明で

　

したがい実際にはそうではないに将来が不安ですo

Ｑ

　

子どもの頃の学校生活などで覚えていることはありますかｏ

Ａ

　

人目を避けて注射をしていましたoなかなか分かって貰えないからですo糖尿

　

病こ太ると思われたりｏ自分で思ってしまったりｏ無理なダイエットで生理が止

　

まってしまったこともありましたo

Q

　

ﾄ人目を避けて注射するJということはい今でもあるのですかo

A

　

はいoありますo病気を理解されていないとかい自分の事がちゃんと伝わらないい

　

と考えているからですo

Ｑ

　

インスリンポンプを使用しているとのことですがい血糖コントロ一ルは楽にな

　

りましたかo

A

　

楽になるいということはないですｏ結局は自分でインスリン投与のタイミング

28
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や量を判断しないといけないのはい注射と同じなのですo食事の糖質の量Cカ一

ボカウントというｊを計算し入力したりは自分でしますoまたい追加打ちもい体

調や活動量を見て自分で判断しないといけませんo個人差が大きくぃそこは機械

が対応してくれるわけではありませんo

　

あと重要なのはいポンプにはF押し忘れJCインスリン投与時のエンタ一キ一の

押し忘れりがありますoこれにはなかなか気づけませんo頻繁にアラ一ムが鳴ら

ないようマナ一モ一ドのようなバイブレ一ションに設定しているのでoやはり注

射器との併用が必要でぃどちらも常に携帯しないといけないですo

Ｑ

　

低血糖時い高血糖時の様子を教えて下さいｏ

Ａ

　

３週間前には重症の低血糖が起こりましたo夫にジュ一スを持ってきてもらい

　

ふたを開けてもらいましたo自分では開けられませんでしたo高血糖は２週間前

　

でしたo数値で300mgﾉd1一400 mgﾉd1ほどの高血糖が半日続きましたoカニュ一

　

レが外れていたのですo症状に気づかないこともありますo

Ｑ

　

妊娠中の苦労や子育ての課題を聞かせてくださいo

A

　

妊娠中はとにかく高血糖を避けなければならずぃ低血糖状態になる

　

ありましたoまたい育てるにもコントロ一ルが大変ですo

大
に とも多く

Ｑ

　

ｲ也にも病気があるとのことでぃ通院の状況はどうですかo

A

　

この病気の関連も合わせてぃ６か所に通院しているので平均月１一２回は通院

　

していますoF好酸球性副鼻腔炎Jという病気を持っていますo指定難病ですがい

　

基準外なのでぃこちらも同じように医療費の負担がかかっていますｏ治療にステ

　

ロイドが必要ですo実はステロイドは糖尿病には良くないのですがＪ也の薬剤ぐ生

　

物学的製剤などりは自己負担がとにかく高くてぃ経済的に無理ですo

Ｑ

　

現在は仕事はしておられないがい過去にはされていたとのことでしたo仕事の

　

ことについて現在はどう考えておられますかo

A

　

病気があってもバリバリ働けている人はいるでしょうがい皆がそうではないで

　

すo病気に対しては隠れて対処しなければいけないのでﾕ結局は病気が悪くなっ

　

てしまうのですo通院時間が確保できなかったりいコントロ一ルが悪くなったり

　

しますo私の場合はい合併症や他の病気も出たことい子どもを産む前のような勤

　

めはもうできないと思っていますｏ
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最初は資格を取得して働いていたのですカヘ健康な人も身体をこわすような過

重労働を課す職場だったので働き方を変えましたo軽作業や自分の仕事に変わっ

てﾕ結婚までは八一卜で働いていましたＯ

　

家族ぐ夫り6れ私の事を考えて働き方を変えてぃフリ一ランスになりましたが

収入は不安定ですo年金が打ち切られて本当に不安ですｏ医療費が払えなくなっ

たらどうしようぃとo今の時点ですでに貯蓄を取り崩してぃポンプ代にあててい

ますO

Ｄさん

Ｑ

Ａ

41 心了心

書類に聞違いはないですか７

間違いありませんo

令

ぐ原告側弁護士からの尋問二竹尾

　

弁護士り

Ｑ

　

発症は何歳ですか７

Ａ

　

６歳でしたo 30年近くこの病気と共に生きてきましたo

　　

病気と向き合えない時期が長くてぃインスリン投与は寝る前に１回だけﾕ常に

　

高血糖状態で吐いてしまうユということもありましたo変化のきっかけは夫と出

　

会ったことですo彼に身体を心配してもらいFちゃんとしようＪと言葉をかけて

　

もらえて病気と向き合えるようになりましたoしかに気持ちが変わったからと

　

いって決して高血糖状態が上手くおさまっているわけではないですｏ

Ｑ

　

血糖コントロ一ルはどのようにして行っていますかo

A

　

基本は食事前とい高血糖時にインスリンを打つことになりますoまず血糖測定

　

をしこれから食べる量をざっと計算するのですo力一ボカウントという方法でぃ

　

炭水化物の量に基準がありい例えばお米は100グラムで４単位いいも類はサイズ

　

を測って10グラムで１単位とかいそういうものですo携帯を使ってぐ糖質の量をり

　

調べることもありますｏそしてぃどれくらいの量のインスリンを打つのか自分で

　

決めるのですo

Ｑ

Ａ

計算をするといコントロ一ルはうまくいくものですか７

人のことはわかりませんo個人によって違うと思いますがいそうとも限らない
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のですoほぼ毎日高血糖や低血糖が起きるに体調や季節によって身体が必要と

しているインスリンの量は変動しますo風邪をひくとかい生理前だとかいそうい

うときはコントロ一ルが難しいですO

Ｑ

　

ご自身の血糖値の変動を測定して頂きましたがい気づいたことはありますかo

A

　

しんどすぎると記録さえ書けないいということがまずひとつですoクリフになった

　

ものをみるとﾕ一日のなかでぃ血糖値の差が激しいなと思いますo一日のなかでだけ

　

でなくぃ自分の体感とい実際の測定値がズレているということもい度冷ありましたｏ

Ｑ

　

使用されている医療器具について聞かせてくださいo

A

　

インスリンポンプといフリ一スタイルリブレを使っていますoポンプは平成17

　

年り王娠時Dくらいからですoポンプに任せていれば血糖値が安定するわけでは

　

なくぃ最低限食事前と血糖時ににに自分で判断してインスリンを打たないといけ

　

ませんo妊娠中は１時間に１度血糖値を測定していましたoそこでフリ一スタイ

　

ルリブレカ八機械が頻繁に血糖値を測ってくれるから便利だということで勧めら

　

れましたoしかに結局誤差が頻繁に生じるのでぃ血糖測定が楽になったいとい

　

う気はあまりしないですo

Ｑ

Ａ

　

筆者注泰フリ一スタイルリブレによる方法とい血液採取による血糖値測定とで

検査数値に誤差が生じるのはﾕ双方で血糖値計測のしくみが違うということも関

係していると思われるo

平成28年と現在とでぃ症状に変化はありますかｏ

ありませんo

Ｑ

　

低血糖の時はどんな症状が出てぃどんな対処をしますかo

A

　

低血糖の時は手が震えい冷や汗をかきますｏ身体がふわふわした感じになりますo

　

対処は気づいたらすぐ補食することですoヤクルトやお菓子を常に冷蔵庫や手元

　

に置いていますo捕食しても30分くらい回復にかかることもありますo

　　

F何も考えられないJ状態いF反応がないj状態になることもありますo低血糖

　

に自分で気づかずぃ夫や娘が気づいたりい血糖測定で分かることもありますoそ

　

の位になると自分では対処できませんo手が震えてお菓子の袋が開けられず夫や

　

娘に手伝ってもらったりい自分で歯で開けたりとかしましたo
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ひとりの時はFこのまま死んじゃうのかなjと思う時もありますo体を引きずっ

て補食を取りに行くくらいのひどい低血糖はい月に１回程度は必ず起きますo

　

最近低血糖が増えていますoコントロ一ルが良くなったのではなくユ５年ほど

前から糖尿病性腎症が進んできておりい血糖コントロ一ルが厳格にならざるを得

ないからですo主治医からはF透析一歩手前の状態なのでぃ血糖コントロ一ルをちゃ

んとしないといけないJと説明されていますo

Ｑ

　

高血糖の時のことも教えてくださいo

A

　

最近ではｎ月の連休の時にひどい高血糖のことがありましたo前回ユポンプの

　

針を交換したときにい余分にインスリンを入れ忘れたということがありましたｏ

　

夜中３時にい吐く夢を見て起きましたｏ

　

トイレに行ってぃ吐こうとしたけれど無

　

理でしたｏ血糖値測定をしたら450mgﾉd1あったのですぐにインスリンを注入し

　

ましたｶﾍ打ってもなかなか改善せずぃ回復に一時間かかりましたｏその日は寝

　

る前の血糖値が120mgﾉd1くらいでﾕ小さいクッキ一を補食して床につきましたo

　

ぐ豪以下単位省略D

Ｑ

　

お仕事について聞かせてくださいｏ

Ａ

　

今は手が空いたらするいという感じで内職をしていますo平成29年９月ごろからo

　

収入は月に皿000円から2叫j00円程度o在宅だと低血糖い高血糖に対応しやすい

　

かなと思い働きはじめましたo続けて作業をすることはできないのでぃ納期が遅

　

れるのが不安ですo

　　

外で働くことは考えていませんoなかなか理解されない病気だと思っていますo

　

軽くとらえられるというかo

Ｑ

　

バセドウ病を併発しているとのことですがいそのことも聞かせてくださいo

A

　

現在は薬でコントロ一ルしていますo薬が増えたりい減ったりしていますがっ

　

い最近また増えましたo平成28年C年金打ち切り時りよりは増えていますo

　　

手術を勧められていますがﾕ薬で何とかおさえている状態ですo

Ｑ

　

障害年金が打ち切られたときの気持ちを聞かせてくださいoまたい裁判官に伝

　

えたいことはありますかo

A

　

すごくショックでしたｏ裁判に勝った後の再処分はさらにショックでしたい死

　

んでくれいと言われたようなものだと思いましたｏ一型糖尿病はﾕ見かけではわ
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からないけれどもい常に死と隣り合わせの病気だと私は思っていますo良い医療

機器などが次次できて飢高額になる一方で不安しかおりませんo私は安心して

生きたいですO

ぐ被告ぐ国丿側弁護士からの尋問り

Ｑ

　

平成28年７月時点での通院の状況を聞かせてくださいｏ

Ａ

　

Ａ大学病院に月１回通院していますo主治医の指導に従って日常生活を送って

　

いましたo指導ﾕといっても簡単なものですoF油物を食べたらインスリンを追加

　

すると良いJとかｉ ｌｏ

Ｑ

　

合併症にはどんなものがありますか

Ａ

　

糖尿病性の網膜症い神経障害い腎症がありますo他にはバセドウ病い歯周病ですo

　

進行していると思いますo特に腎症は主治医からも透析の一歩手前と言われていますo

　　

右目はレ一ザ一手術を終えていますo定期的に通院中ですがい左目もレ一ザ手

　

術が必要になってきたと言われていますo歯周病にっいてはい出血の回数が増え

　

たという自覚症状がありますo

Ｑ

　

資料の12ペ一ジに腎症はF横ばいJという記述があるのですがo

A

　

主治医にはF透析一歩手前の状態Jと言われているのでぃその状態で横這いいと

　

いうこのなのではいと思いますがｏ末梢神経障害については先生に検査してもらいい

　

足の反応が鈍くなっているいと言われましたoしびれ感がおさまりにくいですo
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ＥさんC実母が証言り

ぐ原告側弁護士からの尋問丿尹丹

　

弁護士り

Ｑ

　

ぐ年金が打ち切られたj平成28年当時と比べてぃ血糖コントロ一ルや症状に変

　

化はありますかo

A

　

ないですo全くありませんo

Ｑ

　

発症は何歳ですか７

Ａ

　

中学校工年生の時でしたo強い頭痛を訴えてこん睡状態になりましたｏその時

　

は血糖値が800mgﾉd1一900mgﾉd1あったということでしたoぐ豪以下単位省略D

Ｑ

　

現在は一日何回インスリンを投与していますかo

A

　

医師の指導は１日４回でした力八それ以上の回数になることもありますo最低

　

１日４回と考えいそれ以上の回数は補充していると思いますo

　

1日５一一６回o多

　

いときは７回一８回になりますｏ

　　

家ではいはかりでご飯の量を測定し糖質の量を計算しますoおかずについてはい

　

おかず分プラス１単位ですｶﾍ油ものはプラス２単位ｏとりあえず経験をもとに

　

計算してインスリンを打ちい足りなかったら追い打ちをしますo4追い打ち9は週

　

に２一一一３回していますo

Ｑ

　

Ｅさんには発達障害があるとのことです力八それが血糖値コントロ一ルに影響

　

していると思いますかo

A

　

はいo影響はあると思いますo見た感じい本人なりに頑張っているとは思いま

　

すがい血糖値を測るいインスリンを打つということを忘れることが多いですo

Ｑ

　

低血膨寺の症状はどんなことで分かりますかoどのような対処をしますかｏ

Ａ

　

手の震えいしびれいふらつきい頭痛が起こるとのことですo周りににに低血糖

　

が起こっていることは手の震えなどでわかりますo手の震えで補食のためのジュ一

　

スのふたが開けられない時は手伝いますo週に２一一３回はありますo

　　

無自覚い無症状の事もありますo寝る前に血糖値が上がりすぎていてFあれい

　

低血糖じゃなかったかもJと言っていることもありますo

　　

血糖値測定時は気づいて補食をしていますｏ低血糖の時にジュ一スを飲む際い

　

ペフトボトル１本を全部飲んでしまうのですo私は半分とかｴ３分の１とか量を
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加減するように伝えるのですがい本人はF血糖値が上がりすぎたら追い打ちすれ

ばいいからJとい取り合わないですo

Ｑ

　

高血糖時の症状はどうですかo

A

　

低血糖の時とはまた違う頭痛がよく起こるようですo数値でいうと300とか400

　

とかoたまに血糖値の測定器でFHIJぐ測定不能の高値り表示が出ますo 500とか

　

600とかになっていると思いますo

　　

今回の訴訟に関連してぃ普段使用していないフリ一スタイルリブレで血糖値を

　

測定したことがありましたo機械が自動で測定をしてくれていることでぃ寝てい

　

る時に低血糖が起こっていることにはじめて気づきとても心配していますo見に

　

行ってあげないといけないなと思っていますo

Ｑ

　

色なとお仕事もされているようなのでそれについてお聞きしますo

A

　

21歳の時アルバイトをしていましたo外食産業チェ一ンでの仕事ですo立ち仕事でぃ

　

配膳も片づけも接客も全てやるという仕事の形態ですo夜勤もあり一ましたがい生活

　

リズムが乱れると血糖コントロ一ルに影響が出るのでシフトを変えてもらいましたo

　　

本人はい正社員になったらボ一ナスがもらえるから正社員になりたいという願

　

いがありましたo本人は病気のことを職場には黙っていたとのことですがい職場

　

は補食については理解があったようですo低血糖を自覚したらポケットにお菓子

　

を入れたりいジュ一スを飲んだりしてしのいでいたようですがいそれで何か問題

　

が起こったことはなかったようなのでo

　　

障害年金を切られてからいやはり経済的な不安が大きかったようで正社員にな

　

りましたがい血糖コントロ一ルがとても難しかったようですo血糖値の上下動が

　

ますます激しくなりい精神的にもgやられてぐ追い込まれて辛い状態になってｙ

　

しまいましたo

　　

退職して体調や精神状態は少し落ち着きましたo今は新しい仕事を探していま

　

すがいなかなか見つからずストレスをためている様子ですo

Ｑ

　

合併症などはありますかo

A

　

全体的にインスリンが効きにくくぃっねに血糖値が高いようですo糖尿病性網

　

膜症によって目が見えにくいい目の前がチカチカするいという症状がありますo

　

糖尿病性歯周炎で出血がありますo
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Ｑ

　

お姉さんも同じ病気で障害年金を受給中とのことですがいお二人の間に差はあ

　

りますかo

A

　

私から見たら２人の間に大きな違いはないと思いますo

Ｑ

　

お母さんは今もＥさんのサポ一卜をされているのですかo

A

　

はいo本人は結婚していますがい私たち親世帯と同居していますo自営業をし

　

ている仕事場の２階が住居になっていて１日１回夕食を食べにくるので色冷と様

　

子を聞けますｏ

ぐ被告ぐ国り側弁護士からの尋問り

Ｑ

　

平成28年当時の通院状況を教えてくださいo

A

　

大学病院に１人で通院していましたｏ先生からの指導は守れていたと思いますo

Ｆさん

吟
ｌｅｌ一 令

ぐ原告側弁護士からの質問

　

堀江

　

弁護士り
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Ｑ

Ａ

書類に間違いはないですか７

０Ｋですo確認しましたｏ

Ｑ

　

前回書類の提出が遅れた事情を聞かせてくださいo

A

　

私は噪うつ病でもありますo最近はうつのぐ症状のj方が酷くぃ文章を読むとかい

　

書くとかいそれを封筒に入れて投函するとかﾕ気力が全くなくてできなかったですo

　

外出すらも全くできず寝たきりでしたo

　　

今日は何とか外出できてよかったですo外出してのぐ証人尋問のためのD打ち

　

合わせにすら行けずぃ日程を変更したりユＺＯＯＭに切り替えたりい何度もしても

　

らいましたｏ

Ｑ

　

血糖コントロ一ルについて聞かせてくださいoまず平成28年当時と現在とを比

　

較して血糖コントロ一ルの状態はどうですかo

A

　

血糖コントロ一ルは良くなっていませんoにういう対策をしたら血糖値が安定

　

するＪというものはないですo

一



Ｑ

Ａ

最初に障害年金を認められた平成26年と比較するとどうですかo

最初とも同じですo

Ｑ

　

血糖コントロ一ルの難しさについて詳しく教えてくださいo

A

　

ずっと寝っぱなしの状態で食事もとれないとかJkも飲まずぃトイレにも行けずぃ

　

食事を摂る時間も不安定な状態なので余計に血糖コントロ一ルは難しくなりますo

　

何とかして夜だけはインスリンを打つのですo

　

1日分になるから多めになりますo

　

いったん寝てしまうとまた長時間動けない事は確実なのでその分も打ちますo

Ｑ

　

Ｂ大学病院の主治医の先生の診断書によるとい血糖値が非常に不安定でぃしば

　

しば低血糖発作を生じるい頻回のケトアシド一シスぐ高血糖状態りがあるいとあ

　

りますo低血糖時や高血膨1寺にはどんな症状があるのですかo

A

　

低血糖発作の時は頭が痛いい寒気がするい目がチカチカしてぃそのうち真っ暗

　

になって目が見えなくなりますo身体がだるくて横になっていないとダメでぃめ

　

まいやふらつきもありますo放置すると昏睡状態になりますo糖分を摂ってから

　

30分から１時間程度で起き上がれるようになります

　　

高血糖の時も同じように頭が痛くて寒気がしますo身体がだるくぃめまいやふ

　

らつきが起こって起きられませんo

Ｑ

　

記録にはい氏血糖発作の回数は平成28年当時は１か月に３回くらいとありますo

　

現在の頻度はどうでしょうかo

A

　

軽めのものは毎日ありますo1日に何回も起こることがありますo

Ｑ

　

障害年金の不支給が通知されたときどう思いましたかo

A

　

平成26年い28年とも何も変わっていないのでぃなぜ年金がいただけないのだろ

　

うと不思議に思いましたo

Ｑ

　

他の原告のＡさんのぐ体調が悪いときの川映像を見て頂きましたがいどう思わ

　

れましたかo

A

　

F私と一緒だなあJと思いましたｏご主人や子どもさんに介護してもらっている

　

ところも一緒でしたo私伝母に介護してもらわないと生きていけないのでｏ一

　

緒だと思いましたo
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Ｑ

　

フリ一スタイルリブレで計測したデ一タを示しますo 11月18日にｴ数値400 mgノ

　

d1近くの高血糖が起こり長い時間継続していますoその時の様子を教えてくださいｏ

Ａ

　

頭痛い寒気い身体がだるいいのどの渇きと頻尿も起こりましたoいくら水を飲

　

んでものどが渇き横になっていましたoこの日はインスリンを打つだけどなかな

　

か血糖値が下がらなかった日ですo回復に２時間くらいかかりましたO

Ｑ

Ａ

色なな症状が出なくてもい計測したら低血糖いということもあるのですかｏ

はいいありますo

Ｑ

　

記録によると寝ている時間帯に低血糖が起こっていることもありますねo

A

　

寝ている時も低血糖は起こりますo

　

トイレに起きたときに血糖値を測ったら低

　

血糖ということがありますoその時は確かまだ歩ける状態だったので自分で糖分

　

や栄養分を摂れましたo母がいないと手伝ってもらえる人がいなくてぃ昏睡状態

　

になる危険が常にありますo

Ｑ

　

お仕事をしていた時の事について教えてくださいo

A

　

18歳のころ仕事をしていましたo病気のことはいいづらくてぃ言わずに入社し

　

ましたoお昼休みに低血糖を起こし昏睡状態になったのですo会社の上司が母親

　

に電話をしてくれいほが駆けつけてくれて捕食をしてくれましたo

　　

今は仕事はしていませんo安心して仕事できないと思いますo糖尿病はもちろん

　

なのですがい今はうっの程度がすごく悪いので仕事はなかなかできないと思いますo

Ｑ

　

治療費について聞かせてくださいo

A

　

月額で２万円超えるくらいだと思いますo障害年金をいただけなくなったのでぃ

　

生活費だけでなくユ今までの貯蓄も取り崩していますo母も年金生活なので苦し

　

いと思うのですがサポ一トしてくれていますo生活が苦しく不安ですo

ぐ被告ぐ国丿側弁護士からの尋問り

Ｑ

　

平成28年７月ごろの通院の状況を聞かせてくださいｏ

Ａ

　

Ｂ大学病院に月１回程度通院していましたｏ主治医の指導を受けていてぃそれ

　

に従って日常生活を送っていましたｏ状況が変わっていないので今も通院は続い

　

ていますo
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Ｑ

　

重症低血糖が年に２一３回いケトアシド一シスが複数回あって入院していたが

　

最近はぐ入院回数がり減少しているとあるのですがo

A

　

症状が改善したわけではなくてぃ入院まですることが少なくなったというだけ

　

ですo家でも高血糖の状態は頻繁に起こっていますoなぜ入院が少なくなったかい

　

までは特に思い当たることはないのですがい自分の日原の体感は変わらないですo

Ｑ

　

合併症について聞かせてくださいo

A

　

これも平成26年い平成28年と変化がなく継続していますo体感もかわりませんo

　

糖尿病性網膜症い糖尿病性の歯周病と言われていますｏ甲状腺機能にも異常があ

　

る時期がありましたが今は測定していないのでわからないですo

Ｇさん

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

４

書類に問違いはないですか７

間違いありませんo

発症は何歳ですか７

小学生の時ですo

希丿秦I 令

C原告側弁護士からの質問

　

藤

　

弁護士り

Ｑ

　

あなたは世帯が受けていた特別児童扶養手当が20歳で終了にその後受給してい

　

た障害年金が平成21年７月に打ち切られましたoしかにあなたがその際の消滅届

　

を提出しだのは平成28年10月ですoその間はい防1害年金は必要なかったのでしょ

　

うかo

A

　

そういう訳ではありませんoこの間い結婚をし転居先の福島で東日本大震災

　

が起こりましたo自主避難などをしなければならず大変でしたo平成26年には長

　

女を出産し３人家族になりましたo

　　

色４あってぃあっという間に時間が経ってしまったという感覚ですoまたい自

　

分の症状や生活の支障を適切に理解してくれる主治医の先生と出会えなかったと

　

いう事情もありますｏ病院は忙しいところでぃ患者にとってはゆっくり話を聞い

　

てもらえる時間はないoいつも急かされている感じがありい話をしっかり聞いて

　

もらう機会がもてませんでしたo
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Ｑ

　

年金が打ち切られた平成21年７月当時いあなたはどう思いましたかo

A

　

とにかく意味がわがらなかったo詳しい説明はなくぃ支給を停止するというお

　

知らせのハガキが１枚来ただけですoどうしてそうなったのかわからなくてぃ年

　

金事務所に電話をして尋ねましたが年金事務所にr分かりませんJと言われてし

　

まいいもうユそのままになってしまったのですo

Ｑ

　

では具体的に日原の症状のことなどをお聞きしますoまずはい血糖値の測定な

　

どはどうしておられますかo

A

　

C平成21年当時はjまだフリ一スタイルリブレは使っていませんでしたoもう

　

少し後から使いだして現在も使用していますoしかに指先から血を取って測定

　

もしますo朝起きたときい寝る前は必ずo食事の前後や車の運転の前などい自分

　

の状態が分からず不安な時などo

Ｑ

　

低血糖の時い高血糖の時ﾕそれぞれどんな症状が出てぃどんな対処をしますかo

A

　

低血糖の時はい思考力がなくなりいおなかが空きますo手が震えてくることも

　

ありますo私の中では血糖値70 mg ﾉd1くらいがC低血糖と判断するj目安ですがい

　

急に下がった時はい数値が70啄ﾉd1を超えていても低血糖症状が現れることがあ

　

りますO

　　

すぐに食事を摂れるときは取ったりい補食したりしますo回復には30分から長

　

いと半日かかることもありますoぐｉ以下単位省略丿

　　

高血糖の時もお腹が空きますo数値で200を超えるとしんどくなるというのが

　

私の中の目安ですoインスリンの追加うちをし血糖値が下がったことを確認し

　

てから食べます0 30分ほど血糖値が下がるのにはかかるのでぃその間は一切食事

　

をしませんO

　　

なかなか血糖値が下がらないときはインスリンポンプの針を交換してからまた

　

測定をしますoぐ針のせいでりインスリンの効きが悪くなることがあるからですO

　

針を交換するとﾕそれだけで15分くらい時間がかかってしまいますo針の空気抜

　

きに時間がかかるのですo普段から３日に１度は針を交換しないといけませんO

　

インスリンポンプはい入浴時以外はつけていますO

　　

食事前に追加うちをすることかおりますがい追加するインスリンの量はいこれ

　

から摂る食事の炭水化物の量に合わせて決めますO

　　

家ではごはんの重さを測って計算しますｏ外食の時はｴ今までの経験からｴ病

　

院食とぐ食べるメニュ一をj自分の中で今までの経験と比較して糖質の量を計算
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していきますo食事の内容だけでなくユ食後に何をするかによっても計算はかわっ

てきますoしかしﾕあくまで予測なのでうまくいくという訳ではありませんＯ

Ｑ

　

事由消滅届の診断書について教えてくださいo

A

　

現在通っているＣクリニックの主治医が作成してくれたものですo月１度通院

　

していますo途中中断しましたがい

　

ト一タルで現在で３年ほど通っていますo診

　

察の時は主治医とデ一タを共有しますｏ血糖測定値のデ一タとエ自分でノ一トに

　

つけている記録の両方を見せていますo

　　

上の子を出I産して少し落ち着きましたoしっかり話を聞いてくれる今の主治医

　

に出i会えてぃ信頼して診断書をお願いできましたo妊娠出産のときは別の病院に

　

行きましたo

Ｑ

　

重症低血糖はなしとの記載があるのです力八そういう記録があるのですかo

A

　

先生にF救急車で病院に運ばれたことがありますか７Ｊと聞かれいそこまでの

　

ことはないので無いと答えたらそういう記述になりましたo

　　

しかに家族に援助を求めないといけない程度のものぐ意識障害まではいかな

　

くてもい自分では捕食ができない状態丿程度の低血糖発作は月１へ一２回今も起こっ

　

ていますo自分で対処できる範囲の低血糖はい１日１一２回起こっていますｏ

Ｑ

　

会社勤めをされていた時期があるということでその平成18年ごろのことを聞か

　

せてくださいo

A

　

会社には病気のことは話していませんでしたo仕事中は血糖値を測る余裕がな

　

くユ見られるとまずいなと思って血糖値測定はしていませんでしたo仕事中の活

　

動量が自分の予想以上でぃ仕事中に低血糖を起こすと不安なのでﾕ血糖値が高め

　

になるようにい少なめにインスリンを打ったりしていました力八それでも血糖値

　

コントロ一ルはうまくいかず低血糖も起こりましたo仕事を抜け出せないのでぃ

　

とりあえず区切りがっくところまで頑張りい

　

トイレや給湯室に駆け込んでブドウ

　

糖を柿給するということもありましたo

Ｑ

　

合併症について聞かせてくださいo

A

　

橋本病でチラ一ジンを補充していますｏまたい白内障があり眼底検査を定期的

　

に受けますｏ歯周病がありい大阪で昔からみてくれている先生に年に一度歯の状

　

態を見てもらっていますoどれも症状が改善しているという実感はなくてF悪く
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ならないようにみてもらっているJという感じですo

　　

白内障が良くなるか悪くなるかは血糖コントロ一ル次第だと言われていますo歯

　

科でもﾄとにかく血糖値のコントロ一ルを頑張ってくださいｺと指導されていますo

A

　

治療費について聞かせてくださいo障害年金が受給できないことで生活にどの

　

ような影響が出ますかo

Ｑ

　

月に25丿00円も自分自身の医療費がかかっていますo糖尿病に関してだけの金

　

額なのでぃ他の科にかかるともっと必要ですo大きいなあとo自分が健康であれ

　

ばこのお金はかからないo障害年金が再度受けられるようになったらい自分の医

　

療費をそこから賄うことができい子どもたちに何か習い事をさせてあげられる一一

　

そう思っていますo

Ｑ

　

裁判官やい皆さんに伝えたいことい分かってほしいことなど聞かせてくださいｏ

Ａ

　

１型糖尿病は治らないのですoどんなに治療を頑張って飢最善で現状維持o

　

良くなることはありませんo合併症も出てきておりとにかく将来が不安ですo一

　

方的に障害年金支給を打ち切られいやっとのことで再申請をしても認められないo

　

今の状況は到底納得できるものではありませんo

　　

この病気はい他者からみたら良くわからないだろうと思いますo見た目で分か

　

らないに日本では認知度も低いと思いますo過去に誤解や偏見で辛い思いをす

　

ることもありましたo

　　

私には今ふたりの子どもがいますo子どもがﾄのどがかわいたJと何度もなんど

　

も私に訴えてくるとぐ糖尿病の兆候ではないかとり不安になりますｏそれはい自分

　

が今までこの病気になって経験してきた辛いことがあるからでぃもしこの子も１型

　

糖尿病になってしまったらい自分と同じ思いをするのではないかと思ってすごく不

　

安になるんですo子どもの指に針をさして血糖値を測りたくなってしまいますo夫

　

はF大丈夫やからｺと慰め励ましてくれますが不安が消えることはありませんo

　　

1型糖尿病を抱えて生きていくことは本当に大変なことですo裁判官の方に少

　

しでも分かってほしいと思いますo私たちが受給できていた障害年金はいこの大

　

変な中を生きるための一助になっていることを理解してほしいと思いますｏそし

　

てぃそれを打ち切ってしまった国のありかたをいぜひ正して頂きたいい私はそう思っ

　

ていますo聞いて頂きありがとうございましたo
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ぐ被告ぐ国り側弁護士からの尋問り

Ｑ

　

平成28年８月時点での通院の状況を聞かせてくださいｏ

Ａ

　

Ｃクリニックで主治医の治療と指導を受けていますｏ今まで基本的には何も変

　

わりませんｏ指導とはいってもアドバイスという感じですoそれを参考にしなが

　

ら生活していますoこの病気は患者が主治医だと昔から言われていますo自分で

　

自分の身体に責任を負うぃ自分で考えて自分で対処しているいというのが現実ですo

Ｑ

　

フリ一スタイルリブレのデ一タにい手書きの部分かありますo

A

　

デ一タの補足という意味でぃ数値を見ただけではわからないことを先生に伝え

　

たりい自分の考えを伝えたりしていますo

Ｑ

Ａ

書面では網膜症は左とありますがい実際にはどうですかo

検査の説明の時にはべ網膜症はj両方にあるｶﾍ左の方が強いとは言われましたｏ

希 令

Ｈさん

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

書類に間違いはないですか７

間違いありませんo

ぐ原告側弁護士からの尋問二津田

　

弁護士り

平成28年当時から現在にわたって症状に変化はありますかo

ありませんo

Ｑ

　

低血糖の際にはどういった症状が出ますか

Ａ

　

動悸い頭痛い意識がもうろうとするい程度の低血糖は毎日ありますo

　　

冷や汗が出るい気分が悪くなるいなどの程度は１月の間に何度もありますo

　　

さらにひどくなるとい意識がもうろうとして倒れたりい記憶がなくなったりし

　

ますoそういうのは月に１へ一２回起こりますo

　　

後はい自分では症状がないF無自覚低血糖Jというのがあってo家族に指摘さ

　

れて分かりますoそれも毎日のようにありますo

Ｑ

　

最近重かった低血糖発作時の様子を具体的に聞かせてくださいo
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Ａ

　

令和１年の８月だったと思いますｏ駅から15分で家に着くのですがいかなりの

　

雨がふっていましたo傘を広げているのにそれをさすことができずぃびしょ濡れ

　

で家にたどり着きそこで倒れてしまいましたｏ私本人はその時の記憶がありませ

　

んoフリ一スタイルリブレの値はＬＯ ぐ測定不能の低値りだったそうですo

Ｑ

　

逆に高血糖の時の症状や頻度い具体的な様子を聞かせてくださいo

A

　

症状は頭痛い足がつるい身体がだるくなるｴなどですo私の中での数値の基準

　

は200 mgﾉd1くらいo毎日のように起こりますoC豪以下単位省略丿

　　

家の近所で散歩中にい横断歩道の途中で足がつってしまいい一歩も動けなくな

　

りましたo母がたまたま一緒にいてぃ介助してくれてのりきりましたo

Ｑ

　

どのように血糖値のコントロ一ルをしているのか具体的に聞かせてくださいo

A

　

ぐ血糖値の測定についてはり平成28年からだったかい29年からだったかo指で

　

採血をする方法といモニタ一測定ぐスマ一トフォンで血糖値が確認できるりを併

　

用していますo自分で測定するのはい毎食前い寝る前ﾕ高血糖や低血糖が疑われ

　

る時ですo 20年ずっと指先に針をさしていることで指先がすっかり固くなってぃ

　

針が刺さりにくくなっていますo機械の方は５分から10分毎くらいに血糖値を測

　

定してくれますがい肌に触れる部分が庫くなったりい痛くなったりすると使えま

　

せんo 14日間使えずに過ごしたこともありましたo

　　

高血糖時の対処としてのインスリンの注入はいペンタイプの自己注射ですoお

　

腹や太ももに打ちますo皮膚がもう青くなっていてぃ周りの目が気になり打てな

　

いこともありますo

　　

食後い寝る前い血糖値が変動した時に打ちますがい追加うちをした後い可時間たっ

　

ても血糖値が下がらない事がありいそういう時は外に出てぃ運動しないといけませんo

　　

頻度は月に５一６回プラスアルファという感じ010回以上になることも普通ですo

　　

低血糖の時は補食をしますo 15分から１時間ほどで回復するかい何時間たって

　

も回復しないこともありますo夜中に40より低い血糖値になったときい私自身は

　

意識がありませんでしたo夫がジュ一スを飲ませようとすると私にF太るからい

　

らないJと言われてしまったそうですｏでも無理やり飲ませてくれたようでぃそ

　

れで回復できましたｏ

　　

血糖値の変動の具合4一乱ストレスや風邪い体調不良でぐ他のり薬を飲むとかい

　

そういうことで色女変わりますo柿食やインスリン注射の効果があまり出ないこ

　

ともありますoしかにインスリン注射の効果が出やすいときはすぐ低血糖になっ
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てしまいますo体調の波が良くない時はﾕ身体のしんどさが増に精神的にとても

つらくなりますo

Ｑ

　

診断書では平成28年当時い年10回程度の低血糖発作が起こっているとありま

　

すがい具体的にどんな様子だったのですかo

A

　

家族に補食などを助けてもらう回数を数えたと記憶していますｏ月に１一２回o

　

動けないとかい先ほど話したように記憶がないとかで助けてもらった回数ですo

　　

いわゆる無自覚低血糖でぃ家族にそれを指摘されて自分で対処はできた回数を

　

入れたらぐ低血糖が起きた回数はDｼ一３倍はありますｏ

　　

とにかく私は血糖値の変動が激しいようですｏ下は50からい上は200とか300

　

とかo血糖コントロ一ルが全然安定していませんo

Ｑ

　

お仕事をされていた頃のことを聞かせてくださいo

A

　

平成26年から平成30年ごろｊ員保会社に勤めていましたo主にデスクワ一クでぃ

　

電話の応対などですﾕ月に３一４回はい出張や食事会がありましたo

　　

会社には病気のことは伝えていましたｶﾍ特段の配慮ということはありません

　

でしたo周りの人が頑張っているのにい自分だけ抜けて補食をするなどができず

　

常に無理していましたo高血糖が続いている時に電話が鳴りやまずぃ

　

トイレに頻

　

回に行ったりい頭痛や吐き気などで仕事にならず辛かったこともありましたo仕

　

事を頑張っていると午後には低血糖が起こりエ午前中と同じように働けないとい

　

うこともありましたoまたいお客様が私か持っている注射を見てFそれはなあに７Ｊ

　

と尋ねられい人前で注射を打つことはもちろんい見せることも控えるようになり

　

ましたO

　　

このように日常的に無理な我慢をしたままい定年まで勤められるとはとても思

　

いませんoしかに医療費の事を考えるとい働いて治療費を稼がなくてはとﾕ頑張っ

　

て自分を追い詰めていましたO

Ｑ

　

裁判官や皆さんに伝えたいことがあればお話しくださいo

A

　

毎日い毎日がい精神的い経済的い時間的にかなり負担ですoまず毎日食事には

　

すごく気を遣っていますｏ血糖値が気になって夜中に目覚ましをかけて起きたりユ

　

不安で眠れなかったりもしていますo

　　

就職の際ににに病気のことを伝えて入社できたけどr支障がないい大丈夫ですJ

　

と無理をしてでも言わないといけないo
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結婚の時はい夫の両親から合併症の心配のことやい遺伝の可能性はないのかい

などと聞かれてとてもつらかったですo体重の増加がこわくて食事ができずぃ拒

食に陥ったこともありますｏ食事は特に辛いことが色４ありますo例えばいみん

なが作ってくれたものをい自分は食べられず断らないといけない時がありとても

辛いですｏ

　

見かけはなんの問題もなくぃ健康に見えるだけにいつい周りの人と比べて自分

を責めますo私は病気に甘えているのだろうかい血糖コントロ一ルが悪いのは自

分の努力不足だと言われているような気がするに実際にそう言う人もいるoと

ても苦しめられていますoどんなに頑張っても治らないo支えてくれる夫や家族

に対してぃ罪悪感を感じない日はありませんo

1日でいいﾕ好きなように食べい好きなように運動したいo

　

障害年金の支給が停止されたことでぃ消毒薬や注射針を節約してしのいでいま

すo交通費もかかるのでぃ通院自体を控えている状態ですｏ家族にますます経済

的な負担をかけてしまうぃこの重荷を夫に一生背負わせてしまうのかと思いましたo

　

自分達の過酷な日常が軽く見られている気がしますoお前の努力は大したもの

ではないいと言われた気がしますo国からFやる気がない私Jは見捨てられたん

だない誰に飢国にもい助けてもらえないんだなﾕという思いにへ以前よります

強くなりましたo

ぐ被告C国5側弁護士からの尋問り

Ｑ

　

平成28年８月時点の通院の状況を聞かせてくださいo

A

　

月に一度Ａ大学病院に通院していましたo簡単なアドバイスを受けいそれを守っ

　

ていましたo平成30年４月にアメリカに引っ越しをしましたo治療は続けていますo

　

日本に帰れるときには日本で今までの主治医の所に通院していますo

ぐ裁判官からの質問り

Ｑ

　

アメリカと日本でぃ治療などに違いはあるのですかo

A

　

アメリカではい通院しなくてもメ一ルで先生に相談ができますo 2019年７月か

　

らはスマ一トフォンを使って血糖値モニタリングをしてくれるという装置も使え

　

ていますo
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Ｉさん

C原告側弁護士からの尋問二佐４木

　

弁護士D

Ｑ

　

発症は何歳の時でしたがo

A

　

高校２年生の冬でしたo最初のどか渇くぃ倦怠感い体重減少などの症状が出て

　

１か月入院しましたo高校３年生になった時にもまた入院してぃ体調は定まらず

　

本当に大変でしたｏ

Ｑ

　

学校はどうしていましたかo

A

　

結局高校は退学しましたo入退院の繰り返しで体調は一向に安定せずぃ留年が

　

決定してしまったのですoそれで高校は辞めましたo

Ｑ

　

インスリン注射はどのようなタイミングで行いますかo

A

　

主に１日４回o食前と寝る前ですo発症してから１日も欠かさず続けていますo

　

投与するインスリンの量はい主治医と相談して決めていますoこまめに体調など

　

を見て調整していますoまたい仕事がある日いない日で投与一する量を変えたりも

　

しますo

　　

発症してすぐのころはいインスリン量の調整はしていませんでしたo

Ｑ

　

平成28年当時はどうだったのですかｏ

Ａ

　

はっきり記憶にないけどﾕその頃はもう自分で調整するようになっていたと思

　

いますo

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

そうやって調整したらい血糖値は安定するのですかO

日lいやいそれはいできないですo適正な値を常に維持できるとは限らないですO

インスリン投与は続けなかったらどうなるのでしょうかo

意識がなくなってぃ放っておいたら死ぬと思いますｏ

Ｑ

　

高血糖の時はどんな症状がありいどう対処しますかo

A

　

のどの渇きﾕ身体のだるさが起こりますo身体の節冷がちょっと痛んだりしますｏ

　

普段の１日４回に加えてインスリン注射を打ちますｏ効いてくるのにい20分から

　

30分はかかりますo
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Ｑ

Ａ

高血糖は予測可能ですか0

111いいえい予測はﾕできないですo

Ｑ

　

ｲ氏血糖の時はどんな症状がありいどう対処しますかo

A

　

低血糖の時はい手の震えや動悸が起こりい空腹感がありますo補食したりい甘

　

いものを飲んだりして血糖値を上げますoこちらは回復までにかかる時間は体調

　

によって異なるo 10分から20分でおさまることもあるに長いときは１時間くら

　

いかかることもありますo時間がかかるときはﾕかかりますo

Ｑ

　

低血糖の方は予測可能ですかo

A

　

一一一いいえいこれも予洵匝にできないですo突然なる感じですo

　　

夜中に飢寝ている時にもなりますo寝ている時だといったん起きて捕食など

　

をしますがいその後眠れなくなりますo

　

1時間ほどかかるにその日によっては

　

朝まで眠れないこともありますo

Ｑ

　

ここからはい高校中退後のことを時系列的にお聞きしたいと思いますo高校中

　

退後は何をされていたのでしょうかo

A

　

造園業をやっている父親の手伝いですｏ業務内容はい木に登って枝を切るい掃

　

除などですｏけっこうな頻度で高血糖や低血糖が起きていたo

　

1週間の中で何度

　

もそれがありいそのころは仕事ﾕといっても実際にはほとんど現場には行けませ

　

んでしたo

　　

24歳ごろまでは症状が酷かった時期でぃ嘔吐や高血糖もありい体重が75 kgから

　

50 kgまで落ちましたo入院も経験しましたo1年の３分の１は入院していた時期

　

もあったと思いますｏ救急車で運ばれてそのまま入院になったことも２度ほどあ

　

りますo

　　

当時はＤ大学病院に通院していましたo

　　

24歳でぃＥ大学病院に転院しましたoそこで注射の種類が変わりい一番大変だっ

　

た頃よりは症状は改善しましたoその後主治医が大学病院をやめたのでぃ先生の

　

新しい勤務先に月１回通うようになりましたo近くなったのでo

Ｑ

　

障害年金申請はそのころですかo

A

　

はいo主治医が変わったころでしたからoそこから36歳まで年金を受給できて

　

いましたo
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Ｑ

Ａ

当時とい年金が打ち切られた平成28年前後でぃ症状に変化はあるのですかo

いいえﾕ症状が変わったという実感は全くないですo

Ｑ

　

では現在ですがo本格的にお父さんのお仕事を引き継いでいるそうですねo国

　

はトインスリン投与をすればぐ１型糖尿病患者もり健常の方と同じように働けるJ

　

と主張していますが一一ｌｏどうでしょうかo

A

　

体調の波がすごくあるに血糖値に左右されますo病気じゃない人と同じよう

　

にできているかと言われると11110仕事に行けなかったりい作業途中で後は

　

他の職人さんにお願いして帰らせてもらったりいということもあるのでｌ ｌｌｏ

　

同じようにできているいとはとても言えないですo

Ｑ

Ａ

帰らなければいけない日というのはどれくらいあるのですかo

多い時で月に10日弱くらいでしょうかo

Ｑ

　

一番最近ﾕ例えば先月令和２年の12月などはどうでしょうかo

A

　

はっきり覚えていませんがい５一６日い仕事ができない日があったと思いますo

　

作業は１人でする時もありますがいたいていは２人とかそれ以上とかo朝Ｆこれ

　

はムリぐ仕事できないりという日はい他の職人さんにお願いしていますo

　　

こういうことはい自分が自営業だからできていると思うo勤め人だったら多分

　

無理ですo今は休みながらでも仕事できていますがい入院とかになると収入はな

　

くなりますo

Ｑ

　

仕事中にも低血糖は起こりますよねいどういう危険があるのですかo

A

　

高所作業なので落下の危険がありますo実際に落下までしたことはないですがい

　

木の上から落ちかけたことはあるｏおそらくｴ年金が打ち切られる前くらいでしたｏ

　　

インスリンの量はい仕事の休みの日は多めにしていますｏ運動量が違うのとい

　

仕事中は低血糖が起こりにくいようにいインスリンの投与量を減らしているのですo

Q

　

F無自覚低血糖Jという症状がありますよねolさんの場合はどんな感じですかoo

A

　

自分のぐ低血糖によるり変化に気づくのが遅れい対処が遅れてしまう感じですo

　

寝ている時に震えていてぃ家族に気づいてもらったことがありますo

Ｑ

　

国はFインスリン投与をすればＣ１型糖尿病患者い健常の方と同じような血
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糖コントロ一ルができるコ旨を主張しているのですがどう思われますかo

A

　

一一oそれだけでコントロ一ルできるのかない疑問ですoそんな簡単な病気じゃ

　

ないですo

C原告側弁護士からの尋問

　

原弁護士り

Ｑ

　

先ほどお仕事の日にインスリンの投与量を減らしているというお話がありまし

　

たがいそうすると低血糖は避けられるのですかo

A

　

そうでもないのですoそうやって工夫して飢低血糖状態はありますo

50
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今本人尋問解説

はじめに

Fこの病気はｴ周りに理解されないと思っていますJ

　

表現こそ違えどい多くの原告がこの言葉を本人尋問の中で口にしたo

早い者は記憶もあいまいであろう幼いころからずっと１型糖尿病と共に生きてきた

のであるoそれぞれが色冷な経験からそれを実感しているのだろうと思うｏ

　

そしてその思いに至る過程にはＦうれしい思い出IJというものは少ないo

　

私にも経験があるがい病人を苦しめているのはいF病自体Jではないのだo病を得

たことで経験する様冷な実質的な不利益いそして肌で感じる周りの人間や社会から

の無理解oそしてその無理解に晒されることで自分を大事にできなかったりい必要

以上に自分を責めて孤独を感じたりしてぃ病持つ者は自ら孤独を選んでしまうこと

が多女あるo

　

今回の裁判だってそうだo頼みにしてきた障害年金を症状が変わらないのに突然

打ち切られるというr大事件Jが起こらなければい原告たちはこうやって法廷に立

つことはもちろんい日頃抱えている思いを口に出すことすらなかったのであるoも

うこれ以上い無理解に苦しめられ諦めたくないいという思いがみんなの背中を押し

ているo

尋問記録を読むための視点

　

ではいF理解されるJというのはい具体的にどういうことをいうのだろうoただ同

情にはいはいいかわいそうと言ってほしいのではないことは確かであるo

　

1型糖

尿病の子どもたちによくある経験に例えるとい小学校で命の危険を避けるために捕

食をしなければならないことを担任の先生からちゃんと説明してもらったらい周り

の友達から怪厨な顔をされることが無くなったｉとかだろうかo

　

ケ一スバイケ一スではあるがい患者は何かの困りごとの場面でぃ相手の行動がそ

れを共に解決できる方向に変化したとき卜理解されたjと安心ができると思うo今
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回の件でいえばい裁判所が原告の病気による日常生活の支障をきちんと認定して再

度ぐ年金支給停止というり処分の取り消しを決定してくれることoそしてその決定をい

被告である厚生労働省側かこれ以上踏みにじらないことであるo

　

ただでさえ周囲が理解しづらいことIII F見た目には分かり辛い力気原告たちには

確かに病気の症状や特性に起因する日常生活上の支障が生じているぐつまりい障害

基礎年金２級に相当する状態にある川という事実をどうやって44見えるｲじし裁

判官に納得してもらいいこの行政処分の不当性を認定してもらうかo原告団が原告

本人や家族の皆さんと共にこの間努力してきたことはそれに尽きるいと傍聴を続け

てきて思うo

　

原告団がずっと大事にしてきたことは以下の二点だと考えるo

ぐｌｌ医学の知識を適宜補つてぃ患者の状況を説明することり

　

裁判官は法律の専門家ではあるがﾕ医療の専門家ではないのでぃ医療の知識が多

少はないとい原告の語りのみから卜日常生活の支障Jを読み解くことは困難なので

あるoどうしてもある程度健常な身体で暮らしているとｴ知識がなく感覚だけの理

解ではいっい自分の感覚と患者の感覚を比較しFそれは努力が足りないのではJFそ

れは自分達にもあることだJと捉えてしまうo

　

しかも医学すら担い手は人間であり万能ではないoまだ未解明な部分や曖昧な部

分が多かったりいそれぞれの研究者の置かれた立場によって色冷な解釈が出来たりい

時には政治的圧力みたいなものに忖度ぐそんたくＤせざるを得ない事例が起こりう

るo私は水俣病事件の当事者の端くれでもあるのでぃ水俣病事件に関する裁判を通

してこういう悔しい現実を幾度も見てきたo餅は餅屋いと例えば医師などのg専門家9

を出してきたところでｴ誰にそのレクチャ一をお願いするかｴそもそもお願いして

引き受けてもらえるのかいという所でたいへんな苦労をしなければならないo

　

そのような事情がどこまで影響しているかはわからないがい今回はいぐ傍聴してい

る側からみるとり全面的に専門家の力を借りるというよりはい弁護団自ら１型糖尿

病に関する多くの文献や論文を精査に同じ法律家の目を通して医療の知識を理解

にそれを裁判官自身に判断してもらえるようにｌｌｌという方法が取られている

印象であるo
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ぐ２１見えない症状のF見える化Jを行うことり

　

今回ﾕ原告の協力でＪ氏血糖状態時の本人とい支援する家族の様子を撮影しているｏ

やはり映像を見せてもらうとい映像にうつっている原告は明らかに普段の様子とは

違っていてﾕ見たものはそのギャップに驚いたoこの映像は本人尋問の中でも使わ

れているo

　

慢性疾患の患者はい長い間の病気との付き合いの中でぃ人前ではなぜかスイッチ

が切り替わりｊ可とかそれなりにふるまえてしまうのであるoF本当に病気なの7JF元

気にしか見えないから大丈夫だよ口という謎の励ましに慣れすぎていてぃいざ玄

関の外に出てしまうとそれなりに大丈夫な自分を演じられてしまうo本当に調子の

悪い状態というのはい必ずと言っていいほど周りに誰もいないときに起きるoその

様子を映像で記録できたというのは大きなことだと思うo

　

またFフリ一スタイルリブレJという機器を使いい検査数値による病状の見える

化も行っているo原告たちの血糖値の変動状況を詳細に測定にインスリン投与量

の調整は機械的に行われているのではなくユ原告がそれぞれ考えて臨機応変な対応

をしていることを記録したりい健常人との血糖値変動の度合いの比較も行ったりし

ているo

　

さらにﾕ今回の尋問記録には登場しないがｴ同じように障害年金２級相当の状態

の認定を争っている東京での裁判ではい原告が体調を崩して具体的に仕事や日常生

活に実際に支障が出てしまったF回数Jぐ例えば仕事に遅刻や欠席をしてしまった回

数やい外出中に休憩しなければならなかった回数などりをカウントしてぃそれを資

料としているｏ

　

今回の尋問記録はい全てを一言一句記録したものではなくユ傍聴者のメモをもと

に書き起こされているものであるoそれであまり具体的な数値には触れられていな

い力八裁判所に提出された資料の中にに収原告全員について血糖値の変動を細かく

記録した資料がついておりいそれをもとにいF低血糖時ぐおよび高血糖時りにはどん

な事が起こるかJが話されている事が多いoこの語り力八提出された血糖値変動の

グラフの視覚的に分かる乱高下を補いい数値の変動によって原告たちに何か頻繁にい

日常的に起こっているのかをグラフを読み取る者が具体的に想像できるようにして

いるようだo
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傍聴を終えて気づいたことのあれこれ

ぐＩＩそもそも個人差がとても大きい病気であることり

　

自分に病名がついてﾄ普通Jに仕事ができなくなりいかわりに難病と社会をめぐ

る色んな活動や発信にかかわるようになって15年余りになるoその中で本当に様女

な病気の人に出会っているがい縁あって人数として一番多いのは１型糖尿病患者さ

ん達だo線維筋痛症と同じように指定難病ではなくぃ色女な福祉サ一ビスの蚊帳の

外に置かれていることで一緒に活動する機会が多いからなのかい活動的な方が多い

からなのかo

　

どの病気にも言える事でもあるがい特に１型糖尿病患者は個人差が大きいという

印象だo一般に知られているだけでし野球選手からい寝たきりに近い生活をして

いる人までぃ本当に生活状況は様女だoそしてにれは本来とても良い事なのだ力り

医療の発展によってぃ日原のコントロ一ルを支えてくれる医療機器の選択肢が増え

ていてぃその患者の多様性に対応できるようになっているようにも思うｏ

　

しかし一方でぃF便利な機械ができたらコントロ一ルの難しい人が減るjというも

のではないらしいo人体はプログラム通りには働かないo例えばインスリンを機械

で定期的に補って払その吸収などには個人差があるのはもちろんい個人の中でも

日によってぃ環境によってそのありようは変動するo

　

原告がトインスリンを補充してどれくらいの時間で体調が回復するかJという質

問をよくされていたがいその質問に対する返事もそれぞれだったｏ無自覚低血糖と

いう症状を表す言葉が何度か出てきた力八そもそも無自覚低血糖そのものが起こる

要因にも個人差があったりするそうだo例えばF低血糖発作を繰り返しすぎてぃ身

体が低血糖に慣れてしまって起こるＪだけでなくF体質的に初めから低血糖を自覚

できない人もいるJという要因もあるということであるoまたいコントロ一ルが難

しいのは女性の方が多い傾向にもあるそうでぃ女性ホルモンとの相互作用も影響し

ているということだO

　

人の身体というものはそもそも多様でユデリケ一トなものであるo定期的な医師

の指導を誠実に履行していて伝コントロ一ルが難しいということが実際にありい

コントロ一ルが悪い人とい医師のいう事をちゃんと聞いていない人とはﾕ決してイ

コ一ルではないo日冷進歩しているといってもい医療にもまだまだ限界がありユ

　

１

型糖尿病を完全に人間の意識のコントロ一ル下に置くことなど到底できないのだO

そして深刻な別の問題も起こっているｏ医療費の問題であるｏ新しい医療機器ほど

54一



ある程度高額になるo現在制度上は障害のない者と同じだけの医療費を負担しなけ

ればならない患行にとってぃそれぞれのお財布の中身は日原の症状コントロ一ルの

可否を左右にひいては命の線引きにつながるのが現実だo患者たちにとってはい

いくら便利な機械ができて自分に合いそうで伝ふところ具合で使えないというこ

とが多原起こっておりい障害年金の打ち切りによってその傾向は加速しているo障

害年金を医療費として生活費を工面している者が多いからだO

ぐ２１数値だけでは測れない事がある5

　

に検査結果の数値Jというものがい客観的に患者の状況を表す万能な指標だとして

扱われることは多いと思うo今回じ被告側からの質問の中でぃ検査結果ぐＨｂＡ１０

の値をもとにF数値が安定しているからｴ日冷の症状は安定しているのではないで

すかJという方向に誘導されるような質問が何度かされていたoしかに実際には

その数値はある程度コントロ一ル可能なものであるがゆえ以かえって原告の生活

状況自体を正確に反映していないということが多４あったo

　

今回の尋問の中で最も印象的だったのはい妊娠中の血糖コントロ一ルであるo妊

娠中ににに様冷な母子への危険を減らすために高血糖状態を避けないといけないo

入院したりい使っていた医療機器を変更したりい様をな方法を取って血糖値は厳格

に低めに維持されておりいそのために頻繁な低血糖状態が起こりやすいというのが

現実なのであるo

　

F血糖値は安定しているように見えますがJという被告側の質問に対にﾄ厳密に

は入院までしてgg安定させている9んですぃだから逆に低血糖はいつもより頻繁に

起こっていましたjという返答があったo

　

またい持続的な高血糖状態はﾕのちの合併症の危険を引き起こすのでｴそれを避け

るためにｊれ健常な者のようにちょっと生活習慣に注意して生活するというレベルで

はない色４な工夫や努力が必要だo患者は頻回の低血糖発作という命に直結する危険

や医療費の心配などい様冷なことに常に注意しながら努力して血糖値を維持しているo

医師の指導を遵守に日原のコントロ一ルのための努力をすればするほどい見た目の

数値はg安定9に病気亡I体がコントロ一ルされているように錯覚されているのであ

るo健常人の感覚で見逃してはならないのはい見た目でコントロ一ルできてもいその

裏で頻回の低血糖発作が起こっているかもしれないいということでもあると思うo
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他のF数値Jにも似たようなことがあるo例えばい通院回数が減ったから良くなっ

たﾕ人院回数が減ったから良くなったいというわけではないということo

　

実際に原告の語りの巾でF障害年金が打ち切られたので医療費の工面のために通

院回数を減らしたJという発言もあったo通院回数を減らせば交通費も減って節約

になるとかいカニュ一レや針の交換い消毒の回数を減らして器具を節約すれば通院

回数も減らせるいなどoそもそもそれらは障害年金打ち切りによる医療抑制の結果

でありい決して病気が良くなったわけではないo

　

またﾕ子育てに追われい自分の峙間を取れないという事を話す方もいたo自分の

事はどうしても後回しになるにF元気じゃないと病院に行けないもんねJというの

はい丙気持ちの間でよく交わされるブラックジョ一クだがユ本当にその通りでぃ日冷

の子育てで疲れ切ってしまうとい血糖コントロ一ルに必要な大量の荷物を持って自

分のために電車に乗りい長時間診察を待ちい集中力を維持して与えられた短い診察

時間で医師と話しあうという離れ業は到底できないだろうと私にも想像がつくｏ

　

F数値Jは諸刃の剣だo客観性の指標であると同時にい個冷の多様性や事情を覆い

隠してしまうｏ客観性とは一体何のためにあるのかo病の苦しみは極めて主観的な

ものなのにoほんとうに病と客観性というのはﾕ毎回毎度相性が悪いo

病気を持ちながら生きることの厳しさ

　

最後にいこの記録を読む方にぜひ読み取ってほしいのはい病気を持ちながら生き

る事の厳しさはい単に生命の危険とか苦しい症状にどう耐えるかいという闘いにと

どまらないということであるo患者たちは低血糖発作や高血糖状態の心配をしなく

ていい健常人との平等が担保されておらずぃ不平等な状態に置かれているoやはり

病者は社会的不平等に色女とぶつかっているFマイノリティＪでありい他の障害の

ある人たちと同じように社会全体からの支援や底上げを必要としているのであるo

　

０一病気を持ちながら働く困難り

　

原告それぞれ力八法廷に立つにいたるまでの人生の巾で社会に出てぃ自分のでき

る仕事を続けようとしていたがいやはり仕事中の血糖コントロ一ルが非常に難しかっ

たことがｴ本人尋問の中で明らかになっているｏ

　

先に述べたよう4二低血糖もい高血糖もい倒れてしまうまで周りの者にはわから

ないoその手前のギリギリのところでエみんな周りの目を気にして我慢を重ねているo
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低血糖は命にかかわりい起こってしまうと周りにも迷惑をかけるoだから皆が一

様にF高血糖に6寄せる勺という表現をしているoごくごく単純に言えばい低血糖

状態はインスリンの量が過剰になると起こるoインスリンの投与量を抑えてぃ高血

糖状態を維持すればい逆に低血糖は起こりにくくなるからだo

　

しかしそれは合併症などの将来の心配を増やすことになるのだo私か家族だった

らい時女低血糖を起こすことがあるとしてもいそれは周りに理解してもらいい助け

て貰いながら適切な量のインスリンを補ってある程度安定した血糖値を維持してほ

しいと思うだろうoしかしい現実はそうはいかないo

　

かばんから注射器を少し出すとFそれはなあにい病気なの７仕事に支障は出ない

の７Ｊなどと心配されてしまうoきっと詳しく説明すればほとんどの人はなるほどｴ

頑張っているのねえと思ってくれるだろうｏしかし職場の内外にかかわらずぃそれを

説明するのは疲れる作業だoもう病気のことを会社では周りに話せなくなってしまうo

　

しかしそんな中でもい障害年金打ち切りの後原告の何人か内職やアルバイトなどい

自分にできる範囲で仕事を再開しようとしているのだo理由を聞くとそれはやはり

F障害年金が打ち切りになってぃ医療費の工面が難しくなったからJということであっ

たo働かざる者食うべからずﾕというがい

　

１型糖尿病の患者たちにとってそれは食

う喰わざる以前の問題だo命をつなぐためにい命を削って仕事をしないといけないい

という所に追い詰められているo

　

本来仕事とは生きてこそあるものoある程度ぐ様片な支援を受けて実現すること

も含めj身体が動いてよりよい暮らしを求めてするものであろうoなのにｴ患者た

ちには仕事ができない身体状態になった時の支援が保障されていないのでぃ無理し

てでも働かざるを得ずぃかつぃ安心して仕事を続けるための支援も受けられていな

いのだo

Ｃ２１やはりＦトランジション問題jは大問題であるり

　

かってぃ

　

１型糖尿病は短命に終わる病気であったそうであるo医療が進歩に患

者が長生きできているなかで新たな問題が起こっているoこれは多くの小児発症の

疾患で起こっていることでＦトランジションぐつなぎ目のり問題Jと言われているｏ

若年発症の慢性疾患はい児童福祉法のもとF小児慢性特定疾病Jとして多くは20歳

までは医療費負担が軽減されるo 2020年現在い762疾患が指定されているｏ一方い

成人の医療費助成制度である難病の医療に関する法律C難病法jで医療費助成の対
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象となっているのはい2019年７月現在333疾患o単純計算で429疾患はﾕ成人になっ

たら医療費助成を受けられなくなるのだoもっと払その429疾患であって飢症

状が重くなると次は重度障害者医療の対象者となるのでぃ全ての疾患の医療費助成

が無くなるわけではないのだがいそれでも相当数の疾患ぐの患者jがいわゆる齢lj度

の谷間7いこ落ち込んでしまうo

　

成人に自由を得てﾕ自分らしい人生を描くという時間や機会が与えられている

のにも関わらずぃこのトランジション疾患を抱える若者たちはい口をそろえてF大

人になってもうれしくないJF複雑な気分だJというoそしてぃ何とか色女なハ一ド

ルを越えてぃせめて障害年金を受給することで医療費をカバ一したいと苦労をして

いるのにいそれは突然打ち切られたのであるo

まとめに代えて

　

この裁判は尋問の後３月１日に結審を迎えｴ５月17日には大阪地方裁判所の大法

廷で判決が言い渡される予定になっているoその時にいちゃんと原告たちの声が裁

判所に届いたかいやっと１型糖尿病がﾄ理解されるJのかいいったんの結論が出る

はずであるo

　

しかし今まで述べてきたように判決後も患者たちの生活は続くに何よりたとえ

年金の復活が認められたとしてもいそれが叶うのは何とか立ちあがることのできた

原告たちだけの事である0 2016年の障害年金打ち切りは１型糖尿病だけでなくぃさ

まざまな疾患の人において起きていてぃ多くの患者がその決定に泣き寝入りしてい

るｏこの裁判で行政の処分の理不尽さが証明されてもいそれがただちに全ての該当

者を救うことにはならないoこれは司法の力によって問題を解決することの限界と

して最初から分かっている話だったO

　

この裁判はFおわりＪではなくFはじまりＪの裁判なのだo原告だちと同じようにい

いわゆるＦトランジション問題Jの中で厳しい生活を強いられている難病り曼性疾

患の患者たちにはどのような社会の支援が必要なのかｏ

　

原告たちのあとに続きＪ司りの者も一緒に本気で声をあげﾕ具体的な社会のF理解J

を求めることo具体的に言えばいマイノリティである患者にも憲法25条に規定され

ている生存権がきちんと保障されるようエ障害年金だけでなくぃ社会保障制度全体

の改善を求めていくことが必要なのであるo
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今回の傍聴記録発行にあたりい原告の皆さんと弁護団の先生方い大阪難病連とＪ

ＰＡの仲間はもちろんのこといともに同じような争点の裁判を闘っている１型糖尿

病東京裁判の関係者の方ﾕふだんから様冷な場面で共闘している障害者団体の関係

者の方にも寄稿を依頼に快くお引き受け頂いたｏこの裁判を通してまた新たな輪

がひろがっていくことを願うo
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11型糖尿病障害年金東京訴訟に

　

本誌でも報告かおる１型糖尿病障害

年金訴訟ぐ大阪地方裁判所に係属中り

と同様にい

　

１型糖尿病患者の方が障害

年金の受給を求める裁判力八東京地方

裁判所でも行われていますo前回の裁

判期日は２月17日C水Dでぃ９回目

の期日となりましたCうち１回はﾕ新

型コロナウイルスの影響によりい裁判

所ではなくユ原告被告双方電話での期

日となりましたojo

　

大阪の原告の方今4もこれまで１型

糖尿病を理由とする障害年金を受給し

てきたのにもかかわらずｴ突如として

一方的に打ち切られたという事案です

がい大阪と違いい東京の原告の方はｴ

これまで障害年金を受給していません

でしたC初めて申請したものの却下さ

れたためい裁判するに至っています几

　

もっと伝大阪の裁判と争点は大き

くは違わずぃ原告の日常生活がｴ１型

糖尿病によりどれだけ制限を受けてい

るのかいその前提として１型糖尿病の

方の血糖コントロ一ルがどれだけ困難

なのかという点をこれまでの裁判で主

張していますo大前提としてぃ障害年

金を認定するための基準が不合理であ

60

ついて

　　　　

小嶋

　

愛斗

ぐ原告代理人弁護士り

るという点も主張していますo

　

1型糖尿病の方の日常生活がいかに

制限されているかを立証するためい大

阪では実際の原告の方の生活をビデオ

カメラで撮影したものを提出されてお

りますがい東京でもい原告には年金申

請当時の生活状況をい50頁を超える書

面にまとめていただいたりもしていま

すoぐ61頁一66頁の資料参照丿

　

東京の弁護団としてはい大阪の訴訟

の動向も確認しながらい障害年金の要

件を満たしていながら認められない方

の受給が認められるようぃ裁判所にい

原告の日常生活の支障がなんとか伝わ

るよう進めていますｏ

　

大阪の裁判と同様に東京の裁判につ

いてもご注力いただければと思いま

すo

　

次回裁判はい５月26日C水丿午後

３時からとなりますo裁判後にににほ

とんど毎回報告集会を開催しておりい

５月の裁判の際にも開催する予定で

すoオンラインぐＺＯＯＭりでの開催予

定ですのでぃぜひご参加いただ凱お

力を頂ければと思いますo



Ｉ型糖尿病年金訴訟く東京丿

　　　　

報告集会資料より2021Z2ﾉ17

原告代理人意見陳述

はじめに

原告訴訟代理人

弁護士小嶋 愛斗

外５名

Ｉ甲47号証

　

年金の申請をした前後の期間である平成28年1月から平成29年３
月までの1型糖尿病による日常生活への影響o大変さを文章化

W ご自身の記憶とo血糖デ一タの記録o

　　　

メ一ル等の記録を見返しながら作成

一第7準備書面を期日間に提出

61



原告のF代謝のコントロ一ルの状態j

ｌ低血糖による昏睡状態

　

１２３回

　

一一一一
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l回C1日3
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原告のF代謝のコントロ一ルの状態j

Ｉ 高血糖ｊａ血糖時の補正o補食の回数1176回
I J 大 I
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一一一一一一
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ｒ

治療及び病状の経過j

Ｉカニュ一レ交換の回数１７３回

S月
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6月
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6隠1311111a1612112al26a28Sj
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r具体的な日常生活等ｊ

Ｉ高血糖丿氏血糖での倦怠感により寝たきり状態となった回数１９０回
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r具体的な日常生活等j

Ｉ職場に宿泊せざるを得なくなった回数121回

２月

3月

４月

5月

６月

７月

８月

99

10月

１１月

12月

平硬29年1月

2月

3月

F具体的な日常生活等j

Ｉ遅刻o欠勤の回数130回

2回C19a26日5

3回く2125R30日1
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r具体的な日常生活等j

一外出時に休憩を強いられた回数ｉ２９回

平成28年1月 3回C4a7日o8ＢI

2月

3月

４月

5月

6月

７月

8月

９月

IO月

１１月

12月

平皮29年1月

2月

3月

おわりに

一

2回ｉ２１８Ｒ３

１回C8日ﾝ

1回く24日j

l回C20日1

4回０３日い22日い23日o27日3

6回C5日o 16日o 17日019Bo21日025日5

3回０５日028日029By

4回C4a21a27日029Ｂ5
o回

0回

o回

1回く11日I

O回

１年２０回以上の昏睡状態

１日常的なインスリンの投与だけでは安定せずo医師の指導を仰ぎな

　

がらo補正や補食などの対応を強いられている

r代iのコントロ一ルが

　　

なｇ態

ｌ原告がo厳格な血糖コントロ一ルに努めo微妙な状態変化を感じoカ

　

ニュ一レ交換等の対応をしでもなおo血糖値は安定しないo
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おわりに

１慌り鸞訃踪は幄回毀k胎注４９９なﾆ

１

１

い物や外出も思い通りにできずｊ本調が悪くなり休憩をとらなけれ
ならない

醤廃齢智叙もi居合わせた人に対し助けを求めなけ
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一１型糖尿病年金打ち切り処分

　　　　

停止裁判の記録に寄せて一

　　　　　　　　　

雨田

　

信幸

ぐきょうされん大阪支部事務局長り

　

句心i収辿雄遣遡忠４雖膿ぬ論功些９翁洵丿包遡
鎧詣り噫飢ａ　
斐節制も結盟題越Ｕ輦峻脆艦誌勁４認胤

　

私か１型糖尿病年金打ち切り処分停

止裁判を知ったのは弁護団が発信され

ていた資料を読んだことに始まります

がいどう考えても理解り内得できない

内容にコロナ禍前の裁判では何度か傍

聴に足を運びい団体内での告知等に取

り組んできましたo勝訴が確定した時

は自分のことのように嬉しく思いまし

た力八その後の国の対応に驚きと憤り

を持ち現在行われている裁判の推移に

も強い関心を持っていますo

　

さて現在ﾕ私か関わっている裁判が

２つありますo一つはい２月22日に原

告勝訴の判決が出されたF生活保護基

準引き下げ違憲訴訟ぐ大阪地裁月ですo

大阪地裁は2013年からの基準引き下

げを違法ぐ厚生労働大臣の裁量権逸脱

があったりとしましたがい基準決定の

プロセスや内容に踏み込んだ判決は61

年前のr朝日訴訟丿一審判決以来とい

うもので歴史的にみても画期的な判断

でしたo自治体ぐ国りは控訴に闘い

の舞台は大阪高裁に移ることになりま

したo

　　

ぐ２月22日判決の解説り

結劃ﾃﾞﾌﾚ調整は生活保駐玖8条2項違反

ｌ平成20年から１物伽下落を考乱だ魚

ll消費者物価l鴎の下落串よりも著しく大きい下落率を昼に改定率を設定し

た点私

統計等の客観的な数佃等との合理的関連性や専門的知見との笹合性を欠

くか吼

最低限度の生活の貝体化という観点からみてo

　　

　　　　oo ooo oo00000　　o　ooo

裁量権の範囲の逸脱I芯用があるか友本件改定ふ生活保護法３条Ｊ粂

2耳の規定に違反し面瓦

　

もう一つが４月16日に判決が出さ

れる目縁害のあるひとり親の児童扶

養手当併給調整違憲裁判Jぐ京祁地裁り

ですo

　

原告一弁護団はい障害のあるひとり

一67一

一一一
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ぐ併給制限の矛盾についてつ

異なる性格の給付を制限している

よこａ

　　　　

一

皿細事儡

　

瞎腸柚畔哺

1157章
一一

1160旱
Ｕ賎手皿虹覆

闘により生Cるｊ肝曇櫨年1を僧
UI力賤失一ゆ1町る瞰く
17にml吋ｓho7M4jiシ

剱

　　

ｌ

　　　

碁から賎しない

岫により重Cる
一一一

酢に茸する順

奉

　

el

　　

　g

か61糖皿軋て

肝働番の生葉費

　

葬書のあ碁鮪魯

定と會立Ｕをilの竟皿ｅｔ赦ｔ

Ｃｔ恩皿口看食こ蔵のた創竃童

寅皿を耳酌とするs

i

ぺいｏｙつ

　

から備皿しなkへ

ｒ皿I細祁

親の場合障害基礎年金等公的給付と児

童扶養手当との併給が認められない

ぐ夫婦の場合はいずれかが障害基礎年

金を受給していてもいもう一方が児童

扶養手当を受け取ることができるうこ

とに対してぃ憲法14条や25条に違反

しているとして訴えていますo先の国

会における法改正でこの矛盾は一定解

一 G8

消される方向となりましたがい裁判所

がどんな判断をするかに注目が集まっ

ていますo

　

2つの裁判支援に関わってぃ法律や

制度は当事者の声を踏まえたものであ

ることい政治的な動向に左右されるこ

となく権利は保障されるべきものﾕと

いうあたり前のことを改めて考えさ

せられていますoF自助一共助一公助j

が社会保障制度の基本におかれる今の

政策方向にきちんと声を上げること

がいとても大事になっていると感じて

いますo

　

長く続く裁判はい原告のみなさんに

とっては大変なことでありﾕ一刻も早

く思いに寄り添った判決が出されるこ

とを裁判所に求めたいと思いますo私

もできる限りの支援をおこなっていき

たいと思いますo

　　　　

ｏ

　

ｏ

　　　　

ｏＩＷ一一

　

４１１ＳＩＳ１　７
ｏ　９ｔＳＩＩ　Ｉｉ　　　　　ｌｓ

　

oiいooo一一一一ｓ９づ
m

jl

lj二

一一一

ll

ヶiぶ５ａ

　

ｊｌ
ｊ

　

１

　

６ﾆj i　　　Jxn

マ

一一

ｌｌ



櫛巻

　

２０２１年４月から大阪難病相談支援センタ一が大阪府こころの健康総合センタ一の

３階に移転したのに伴いo大阪難病連事務局も一緒に引つ越しをしましたo

　

私たちは長年いF患者のこころのよりどころとなる難病センタ一を作つてほしいJと

大阪府に要望してきましたo今回はあくまで大阪府難病相談支援センタ一の移転とい

うことでo今後どのような形で発展していけるかは不透明な部分がありますZ八まず

は今あるチャンスを活かしＡ新しく出発する難病相談支援センタ一をい難病ｌ慢性疾

患と共に生きる人たちの支援を通してぃ大阪に暮らす全ての人たちが安心して暮らす

ための14よりどころsiの一つになれるように私たちの力で育てていきたいと思いますo

　

これからもセンタ一機能のさらなる拡充と私たちの掲げる難病センタ一理念の実現

を目指しへ地に足をつけて活動を続けていきたいと思いますoご支援よろしくお願い

いたしますo

新住所

i ５５８一００５６

大阪市住吉区万代東３丁目１一４６

　

大阪府こころの健康総合センタ一

　

３階

電話ﾉＦＡｘニ０６一６６５４一３００５ノメ一ルアドレスニｎａｎrｅｎｇｖｅｓtａｏｃｎｎｅjｐ

アクセス

Ｉ大阪シティバス

Fあべの橋JよりCのりば

６２０６３ＡsF住吉車庫前ｊ

６３ニF浅香丿行

６４ニFおりおの橋丿行

５ｏ６番D

行

　

にてF府立総合医療センタ一丿下車徒歩１分

Ｉ ＯｓａｋａＭｅtrｏ地下鉄丿卸堂筋線

　

F西田辺丿駅下車徒歩約２０分

　

F長居丿駅下車徒歩約２０分

Ｉ南海電鉄高野線

　

F住吉東丿駅下車徒歩約１５分

　

F帝塚山丿駅下車徒歩約２０分

Ｉ阪堺電気軌道上町線

　

F帝塚山四丁目丿駅下車徒歩約了分

ＩＪＲ阪和線

F長居丿駅下車徒歩約１５分
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牛舎浪鵜などでお悩みのお子さまやご畿験

のらなき
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困っていませんか７
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これまでにあったお話
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慢性疾患だと言われショックいとても不安1日

同じ病気の患者会はありますか７

複数の病気を抱えていて落ち込みます

初めての入院手術が怖八手術したけど体調が悪い日丿

就職が難しくてぃ悩んでいる

孫が病気ですぃどうなるのか複雑な気持ちです

子どもが学校でいじめられるい先生の理解が無い

勉強が遅れがちで心配です

病気の子どもがいうこと聞かなくて困る

お悩みはみなさんｏさまざまあるようですo

　　　　　　　

o
話せたらすこし楽になれるかもしれませんｏ

病気をもった子どもの子育てを経験していたりｓ

難病をもつ相談員があなたのお話を聴かせていただきますｏ

ささいなことｏ深いお悩みｏ子どもさんご本人ｏご家族の方一I一Ill

まずはｓお電話くださいｏ

　　　　　　　

小児慢性特定疾病児等ピアカウンセリング

０６一6809一3869

４

ぐiD

　

どアと侃が幕なjZ薯のＸ

同じ仲艮という意昧ですo E相談時間I

E相談場所1

月ｌ水Ｉ金曜日午前IO時一午後３時C土日祝日及び年末年始休みｊ

ＮＰＯ法人大阪難病連

大阪市住吉区万代東３丁目1一46大阪府こころの健康総合センタ一3F

　　

豪面接相談は前もって電話予約をお願いします

r交還アクセ刃

JR天王寺駅前あべの橋バス停からo大阪シティバスの住吉車庫前行きか

浅香行きoまたはoおりおの橘行きに乗ってo府立総合医療センタ一で下車o

バスの所要時間は約２０分ですo

ピアカウンセリング事業ホ一ムペ一ジURL

　

httpソノｏsakaｔlagJpﾉ

この相談事業はo大阪府がNPO法人大阪難病連に委託して実施していますO

事業に関するお問い合わせ先一一大阪府健康医療部保健医療室地域保健課

　　　　　　　　　　　　　　　　

母子グル一プTEL06一６９４４一6711
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アステラス製薬は

ss患者会支援活動刎こ 取り組んでいますｏ

患者会活動を側面からい幅広くお手伝いするためい

2006年４月より社会貢献活動として取り組んでいますo

l公募制活動賢金助成一ピアサボ一ト研修

Ｊ

Ｉ詳しくはホ一ムペ一ジでtキ一ワ21ドで検柳してくださいo

　

四匯IDを

lお問合せ先lアステラス製薬患者会支援担当電晒番号03一3244一5110

凛
aStellaS

　

アステラス製薬

　

明日は変えられるo

ｗｗｗiastellasｉｃｏｍﾉjpﾉ
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みんなの力で

　　

難病センタ一をｌ

総合的難病対策の確立を

社会保障の拡充に努力するとともに

　　

の難病の原因究明

　　

面予防と治療法の確立

　　

図社会復帰までの一貫した対策の確立

をめさIします
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Fこの冊丿Ｍ乱大阪府共同募企会いＮＨＫ歳末たすけあい配分金に

よって作成されましたoここに深くお礼申し上げますｺ
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